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こども園で豆まき
2月3日ながらこども園で、毎年恒例の節分の豆まきを行いました。園児たちはそれぞれ
手作りの鬼のお面をかぶり、「鬼は〜外、福は〜内」とおおきな声で豆をまきました。
当日の給食は、鬼に似せたハンバーグで、おいしくいただきました。
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人口と世帯数
　（平成28年2月1日現在）
人　口　7,372人（− 6）
　男　　3,709人（＋ 2）
　女　　3,663人（− 8）
世帯数　2,934世帯（± 0）
　　　　（　）内は前月比

町マスコット
　　キャラクター
町マスコット
　　キャラクター

当日の給食



長生郡市広域市町村圏組合　　消防出初式
消防団員など約 1,000 人が参加

新春恒例の長生郡市広域市町村圏組合、平成２８年消防出初
式が１月９日に茂原市民会館で盛大に行なわれ、本年は総勢で
３２３名が受賞されました。

当日は小高利広消防団長からの訓示を受け、多くの来賓の方々
が見守る中、長きにわたり活躍された消防団員等に対し表彰状や
感謝状と記念品が贈呈され、感謝の意を表しました。

この式典に先立ち、長柄町役場において、第８支団の消防出初
式が行なわれ、池澤孝夫支団長から、第８支団の受賞団員に対し、
表彰状等の贈呈を行ないました。

なお、第８支団（長柄町）で受賞された方々は次のとおりです。
（団員敬称略）

千葉県表彰
☆精勤章
永峰　康次（支団本部長）
☆防災危機管理部長章
平川　治久（第４分団　分団長）
加藤　健一（第４分団　副分団長）
本吉　成浩（第２分団第２部　団員）
長澤　禎夫（第２分団第２部　団員）

千葉県消防協会長表彰
☆精勤章
大和久一善（第２分団第２部　団員）
前田　友和（第４分団第２部　団員）

管理者表彰
☆功労章
蒔田　慎吾（第２分団第１部　団員）
髙橋　　昭（第２分団第２部　団員）

千葉県消防協会長生支部長表彰
☆功労章
髙吉　宏明（第１分団第２部　団員）
髙橋　代輔（第１分団第２部　団員）
佐久間賢志（第２分団第２部　団員）
関　　陽一（第２分団第２部　団員）
鵜澤　　宏（第３分団第１部　団員）
磯野　正人（第３分団第２部　団員）
山崎　貴義（第４分団第１部　団員）
荒井　寿道（第４分団第２部　部長）
☆精勤章
只野　昇良（第１分団第２部　団員）
中村　真二（第２分団第１部　団員）
伊藤　哲二（第２分団第２部　団員）
花嶋　広之（第３分団第１部　団員）
三橋　辰也（第３分団第２部　団員）

鶴岡　誠之（第４分団第１部　団員）
篠田　良一（第４分団第２部　団員）

消防団長表彰
☆精勤章
半田　佳孝（第１分団第１部　団員）
川嶋　崇寛（第２分団第１部　団員）
大藤　章正（第３分団第２部　団員）
大岩　和男（第４分団第１部　団員）

内助功労表彰
☆千葉県長生地域振興事務所長内助功労
加藤まゆみ　様（第４分団　副分団長夫人）
☆消防団長内助功労
木村　美和　様（第１分団第１部　団員夫人）
佐久間ひとみ　様（第２分団第２部　団員夫人）

長生郡市消防本部からのお願い
　平成 28 年春季全国火災予防運動が 3 月 1 日 ( 火 ) から 3 月 7 日 ( 月 ) まで全国一斉に実施されます。
皆様のご家庭でも火の取り扱いに十分注意して下さい。

住宅防火  いのちを守る  7 つのポイント
− 3 つの習慣・4 つの対策 −

3 つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ ストーブは、燃えやすいもの

から離れた位置で使用する。
○ ガスコンロなどのそばを離れ

るときは、必ず火を消す。

4 つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

統一標語『無防備な　心に火災が　かくれんぼ』

（左から、永峰本部長、平川分団長、加藤副分団長）

問い合わせ先　総務課　総務企画班　☎35-2111
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　公益社団法人千葉県緑化推進委員会主催による国土緑化運動ポス
ター原画コンクールの県内審査会が行われました。
　応募者数約１万点の中から特別賞１２点の作品が選ばれ、長柄小
２年・矢部　由

ゆう

くんの作品が千葉県教育長賞を受賞しました。

総 務 課

総 務 企 画 班

●a

総 務 課
財 政 管 財 班

税 務 班
企 画 財 政 課

議 会 班

住 民 課
保 険 住 民 班 税 務 住 民 課
健 康 福 祉 班
（ こ ど も 園 ） 健 康 福 祉 課

事 業 課
地 域 整 備 班 建 設 環 境 課
産 業 振 興 班 産 業 振 興 課

教 育 課

学 校 教 育 班
(給食センター) 学 校 教 育 課

生 涯 学 習 班
( 公 民 館 ) 生 涯 学 習 課

会 計 室 会 計 室

議会事務局 議 会 事 務 局

農業委員会 農 業 委 員 会

今までの組織 新しい組織

防災行政無線ミュージックチャイムの放送時刻が変わります

記
期間 ３月１日から１０月31日まで 放送時刻 １７：００

防災行政無線ミュージックチャイムの放送時刻は、１１月から２月末まで
は、１６時に放送していますが、３月１日から下記のとおり変更となります
のでご了承ください。

平成 27 年度
国土緑化運動ポスター原画コンクール
「千葉県教育長賞」受賞

問い合わせ先　総務課　総務企画班　☎35-2111
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所得税・住民税の確定申告が始まりました
申告期間　３月１５日（火）まで　　※ 土日祝日除く
受付時間　９：００～１１：００　　１３：３０～１６：００
　　　　　（日程、必要書類等は広報ながら１月号をご覧ください。）
申告場所　役場申告会場・税務署・税務署への郵送・電子申告など

◎平成２７年中に収入がなかった場合でも、次のような人は、申告をお願いします。
　（本人がどなたかに扶養されていてもあてはまります。）
　　（１）　国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している人
　　（２）　同一世帯に（１）の人がいる人
　　（３）　町営住宅に入居している人
　　　　　（収入に関する調査を提出する際、所得の確認が必要となります。）
　　（４）　年金、各種手当などの受給資格の認定を受ける人
　　（５）　所得証明書、課税（非課税）証明書の交付が必要な人
　　　　　（勤務先等から家族の所得証明書等の提出を求められる場合があります。）

　申告相談開催日は、役場で個人別に申告相談を実施しております。不明な点があれば申告会場まで
ご相談にお越しください。

サッカースペインリーグの強豪レアル・マドリードとライセンス契約を締結している一般社団法人グロー
バル・フットボール・マネジメントが、５～１５歳を対象としたサッカースクールをアルビンスポーツパー
ク（長柄山５２２：旧神田女学園）に平成２８年４月から新規開校します。今回の新規クラスは、初心者、
町内在住の方を中心に募集しています。世界で活躍する選手が生まれるよう本町も応援していきます。

問い合わせ先　総務課　税務班　☎35-2112

問い合わせ先　グローバル・フットボール・マネージメント　☎03-6679-2254（10〜16時）

左から、通訳山下氏、アルビンスポーツパーク鈴木マネージャー、グ
ローバルフットボールマネジメント代表増田氏、レアルマドリード派
遣コーチ アレックス氏、清田町長、コーチ片岡氏

スペインのレアルマドリード
サッカースクールが

アルビンスポーツパークに新規開校
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　税制改正により、平成28年度から税率が変更されます。

【原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等】

●車種 ●税額
平成27年度まで 平成28年度から

原付

５０㏄以下 １,０００円 ２,０００円
５０㏄を超え９０㏄以下 １,２００円 ２,０００円
９０㏄を超え１２５㏄以下 １,６００円 ２,４００円
ミニカー ２,５００円 ３,７００円

小型特殊自動車 小型特殊自動車 ４,７００円 ５,９００円
小型特殊自動車（農耕用） １,６００円 ２,４００円

軽自動車 軽自動車　二輪（１２５㏄を超え２５０㏄以下） ２,４００円 ３,６００円
二輪の小型自動車 二輪の小型自動車（２５０㏄を超える二輪） ４,０００円 ６,０００円

【軽自動車（三輪以上）】
① 最初の新規検査を受けた日が平成27年3月31日（車検証の初度検査年月が「平成27年3月」）以前の場

合（重課あり。）

●車種

●税額
最初の新規検査を受けた日から

１３年以内の車両
(平成27年度までの税率と同じ。)

１３年を超える車両（重課）
※平成28年度は平成14年12月以前の車両

軽
自
動
車

三輪 ３,１００円 　４,６００円
四輪乗用（自家用） ７,２００円 １２,９００円
四輪乗用（営業用） ５,５００円 　８,２００円
四輪貨物（自家用） ４,０００円 　６,０００円
四輪貨物（営業用） ３,０００円 　４,５００円

②最初の新規検査を受けた日が平成27年4月1日（車検証の初度検査年月が「平成27年4月」）以降の場合（軽課あり。）

●車種

●税額

標準

最初の新規検査を受けた日が平成27年4月1日から平成28年3月31日の車両。
平成28年度のみ適用。（軽課）

電気自動車
天然ガス自動車 ガソリン車・ハイブリッド車

７５％軽減 ５０％軽減 ２５％軽減

軽
自
動
車

三輪 ３,９００円 １,０００円 ２,０００円 ３,０００円
四輪乗用

（自家用） １０,８００円 ２,７００円 平成32年度
燃費基準＋
20％達成車

５,４００円 平成32年度
燃費基準
達成車

８,１００円

四輪乗用
（営業用） 　６,９００円 １,８００円 ３,５００円 ５,２００円

四輪貨物
（自家用） 　５,０００円 １,３００円 平成27年度

燃費基準＋
35％達成車

２,５００円 平成27年度
燃費基準＋
15％達成車

３,８００円

四輪貨物
（営業用） 　３,８００円 １,０００円 １,９００円 ２,９００円

※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75％低減達成車（★★★★）に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載があります。
※今後の税制改正によって、適用年度が変更になる場合があります。

平成28年度以降の軽自動車税の税率について
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問い合わせ先　総務課　税務班　☎35-2112
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受取り方法
受取り場所　役場１階正面玄関付近 個人番号カード受取り窓口（住民課保険住民班）
受 付 時 間　９：00～16：30　※3月5日（土）・6日（日）は窓口（カード交付のみ）開設します。
受取りに必要なもの
１．大切に保管していた「通知カード」　２．役場からの交付のお知らせ「交付通知書（はがき）」
３．運転免許証などの本人確認書類
　　※住民基本台帳カード（以下住基カード）をお持ちの方は、返却が必要です。住基カードをお持ちください。
　　※詳細は下記表をご覧ください。

記

申請及び受取人 提出書類
提示書類（交付時に複写させていただきます。）
※有効期限のあるものは有効期限内に限ります。

Aいずれか1点でよいもの Bいずれか２点必要なもの

本人
・通知カード
・交付通知書（はがき）
※住基カード
　（交付を受けている方のみ）

顔写真付きの公的身分証明
・運転免許証
・パスポート
・住基カード（写真付き）
・在留カード
・身体障害者手帳や療育手帳等
・精神障害者保健福祉手帳
・特別永住者証明書

顔写真のない身分証明
・健康保険証
・介護保険証
・年金手帳
・年金証書
・生活保護受給者証
・社員証や学生証
・預金通帳等

法定代理人
（15歳未満の親
権者又は成年後
見人）
※なお、ご本人
も同行してくだ
さい。

・通知カード
・交付通知書（はがき）
・ 戸籍謄本その他資格を証明

する書類
　（ 本籍地が長柄町にある場

合は不要）
・ 成年後見人である旨が確認

できる登記事項証明書
※住基カード
 　（ 交付を受けている方のみ）

代理人
（ご本人が病気、
身体の障害、そ
の他やむを得な
い理由により来
庁できない場合） 

・通知カード
・交付通知書（はがき）
・委任状（はがき裏面）
・ 来庁が困難であることを証

する書類
　（ 診断書等、施設入所等が

確認できる書類）

委任者（本人）の本人確認書類
　・Aを2点又は、AとBを各1点

代理人の本人確認処理
　・Aを２点又は、AとBを各１点

【注意】�代理人については、仕事、学業が多忙なため本人が来庁できない理由は、やむを得ない理由と認
められておらず、委任を行うことができませんのでご注意願います。

問い合わせ先　住民課　保険住民班　☎35-2113

入　札　結　果
入札の結果をお知らせします。

問い合わせ先　総務課　財政管財班　☎35-2110

事 業 名　町道 1249 号線外 3 区画線等補修工事
場　　所　国府里　外 3 地先
入 札 日　1 月 19 日
契約金額　1,679,400 円
契約業者　アジアテック㈱

事 業 名　町道 3137 号線道路改良工事
場　　所　刑部地先
入 札 日　1 月 19 日
契約金額　4,050,000 円
契約業者　中部興産㈱

事 業 名　千代丸河川維持工事
場　　所　力丸地先
入 札 日　1 月 19 日
契約金額　2,862,000 円
契約業者　㈲黒須商会
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マイナンバー (個人番号 )
カードの申請と受取り

マイナンバー（個人番号）カード　の申請方法
　平成２７年１１月以降送付された「通知カード」に、同封されている交付申請書に必要事項
を記入・写真を添付の上、地方公共団体情報システム機構へ郵送します。また、スマートフォ
ン等を利用した WEB 申請も可能です。
「マイナンバー（個人番号）カード」は、地方公共団体情報システム機構で申請・作製を一

括で行っているため、町役場での即日交付ができません。
詳細については、通知カードに同封されている案内を参考にするか、住民課保険住民班へお

問い合わせください。

Ｑ．「個人番号カード」は必ず作らなくてはいけないの？

Ａ． 「個人番号カード」の取得は義務ではありませんし、持っていなければ行政サービスが
受けられないということもありません。平成28年１月以降、税や社会保障の手続きでの
マイナンバー利用が始まりましたが、必要な手続きの書類にマイナンバーを記載するも
のですので、「通知カード」によることも可能です。ただ、「個人番号カード」は、公
的な本人確認書類として利用でき、将来的には様々な使い道が検討されており、活用は
広がる見通しです。

Ｑ．すぐに申請できないけど「通知カード」の期限はあるの？

Ａ． 「通知カード」に有効期限はありません。ご自身のマイナンバーが記載されている大切
なカードですので、紛失しないように、大切に保管してください。

　　 紛失された場合は、最寄りの警察に届け出のうえ、住民課保険住民班窓口で再発行の手
続きをすることができます。再発行には５００円の手数料がかかります。

マイナンバー（個人番号）カード　の申請の流れ
♦希望される方は交付申請書を地方公共団体情報システム機構へ郵送してください。
♦申請された方のマイナンバー（個人番号）カードが町役場に届きます。
♦役場から、申請された方に交付通知書（はがき）を送付し受取りのご案内をします。
♦電話で受取り日時の予約をしてください。（☎３５−２１１３ 住民課保険住民班）
♦受取りに必要なものをお持ちいただき原則ご本人が役場窓口へお越しください。
♦窓口での本人確認、申請されたご本人による暗証番号設定の後、カードを交付します。
　　（手続きに、20分程度かかると見込まれます。時間に余裕を持ってお越しください。）
♦ 発行手数料は初回無料。紛失等した場合の再発行手数料は1,000円（電子証明書含む）にな

ります。
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請求窓口・問い合わせ先　住民課　健康福祉班　☎35-2414

○特別弔慰金の趣旨
　 　戦後７０周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをい

たし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給す
るものです。

　 　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年５万円に増額す
るとともに、５年ごとに国債を交付することとしています。

○支給対象者
　 　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成２７年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務

扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母
等）がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

　１．平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　２．戦没者等の子
　３．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
　　　※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、

順番が入れ替わります。
　４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。

○支給内容　額面２５万円、５年償還の記名国債
○請求期間　平成２７年４月１日から平成３０年４月２日
　　　　　　（ 請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意

ください。）

　障害年金専門の社会保険労務士が個別相談に応じます。（予約制）

開催予定日
4月26日（火）・5月24日（火）・6月21日（火）・8月23日（火）
9月27日（火）・10月25日（火）・11月22日（火）・12月27日（火）

時　　　間　13：00～17：00
場　　　所　茂原商工会議所　1階会議室

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十回特別弔慰金が支給されます

予約・問い合わせ先　NPO法人みんなでサポートちば
☎043-301-2311　5043-301-2312

障害年金  無料相談会のお知らせ
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よい歯のコンクール、８０２０運動普及標語・作文

3月の保健事業のお知らせ
事業名 実施日 時　間 対象者 場　所

乳児相談 ３日（木） 受付時間
９：４５～１０：１５

４～５か月児
平成２７年９、１０月生まれ

７～８か月児
平成２７年６、７月生まれ

１２～１３か月児
平成２７年１、２月生まれ

保健
センター

ヘルスアップ教室
（閉講式・講演会）

講演　健康漫談
講師 落語家 微笑亭さん太 氏

１４日（月）
受付時間

９：３０～１０：００
閉講式・講演会

１０：００～１２：００

町民の方
お気軽にご参加ください。

福祉
センター

問い合わせ先　住民課　健康福祉班　☎35-2414　保険住民班　☎35-2113

　病気やけがで血液を必要としている患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献
血が必要です。
　冬期や春先には献血者が減少しがちです。千葉県では独自の運動として「千葉県献
血推進強調月間」を 3 月中行っています。目的は献血者が減少傾向にある 3 月において、
献血への理解を深め、献血へ積極的に協力してもらう事です。
　一人でも多くの皆さんに献血にご協力いただくとともに、複数回献血（年２回以上の献血）をお願いして
います。
　千葉県赤十字血液センターから移動採血車が来ますので、ご協力をお願いします。
  日　時　　３月 7 日（月）１０：００～１２：００
  場　所　　保健センター

献血にご協力を！

申込み・問い合わせ先　　住民課　健康福祉班　☎35-2414

開催日時：5 月２６日（木）9：30 分集合
会　　場：茂原市保健センター 
≪応募資格≫
 高齢者 　【①～③の全ての条件に満たした方】
①平成 2 ８年４月１日現在、町内在住の 80 歳以上
②完全に治療されている自分の歯（かぶせた歯・さし歯でも可）が 20 本以上
③歯並び・噛み合わせが良好
 親　子 
平成 2 ７年４月～平成 2 ８年３月までの間に３歳児健診を受けた幼児と
その父親または母親（幼児はむし歯のない子で親は治療済みの歯でも可）
≪応募方法≫問い合わせ先へ電話で申込み
≪応募締切≫４月２１日（木）まで

≪応募基準≫歯科疾患（むし歯およ
び歯周疾患）の予防に関するもの
≪応募資格≫長生郡市に在住、在勤
者（標語は在学者も可、作文は２０
歳以上の方）
≪応募方法（作文）≫４００字詰め
原稿用紙（縦書き）５枚以内
題名・住所・氏名・年齢・性別・職業・
電話番号を記入
≪応募締切≫４月２８日（木）健康
福祉班へ必着（郵送または直接窓口
受付可）

６月の「歯の衛生週間」にちなんで、よい歯のコンクールを行います。日ごろから、歯の健
康づくりに取り組んでいる方、この機会にぜひ、ご参加ください。

また、8020 運動普及標語・作文も募集します。下記の条件で参加可能な方はふるってご応募ください。

よい歯のコンクール

大募集!!大募集!!

8020運動普及標語・作文
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日（sun） 月（mon） 火（tue） 水（wed） 木（thu） 金（fri） 土（sat）
1 2　おはなし広場 3　ひなまつりの集い 4 5

　10:00 　　9:45～10:45
　身体測定

6 7 8 9　ベビーマッサージ教室 10 11  リトミック教室 12
　10:00～11:00 　  10:00～11:00

13 14 15 16　おはなし広場　 17　誕生会 18 19
　　10:00 　　10:30

20 21 22 23 24 25   リトミック教室 26

春分
の日

振替休日 　   10:00～11:00

27 28 29 30 31
休業

※あそびの広場の時間帯が変更になる場合がありますので、支援センターだよりと併せて、ご確認ください。　
※3月３１日（木）は、支援センターを休業としますのでご了承ください。

あそびの広場　9：00～16：00

あそびの広場　9：00～16：00

あそびの広場　9：00～16：00

あそびの広場　9：00～16：00

あそびの広場　9：00～16：00

問い合わせ先　住民課　健康福祉班　ながらこども園　☎35-3102

『支援センターだより』を発行しています。役場・公民館に置いてありますので、ご覧ください。

　月～金曜日（祝日を除く。）９：００～１７：００
○ 利用開始日の２週間前までに申請書を提出してください。
○緊急の場合はご相談ください。

ひなまつりの集い
　３月３日（木）　９：４５～１０：４５
　ひなまつりは、女の子の節句と言われ昔から子
どもの厄を払い健やかな成長を願って行われてき
ました。こども園でも、子どもたちの心を育む行
事として、ひなまつりの集いを行います。
　 こども園のお友達と楽しいひと時を過ごしま
しょう！

月～金曜日（祝日を除く。）
９：００～１６：００
　支援センターは、子育てを応援していま
す。親子、そして子ども・母親同士の交流
の場として気軽にご利用ください。
　０歳のお子様でも安心して遊べる楽しい
スペースです。是非、お子様と遊びにきて
ください。

　月～金曜日（祝日を除く。）
　９：００～１５：００
○電話でもご相談を受け付けています。

一時預かり 育児相談

体験入園を行います！ あそびの広場

昨年度の様子



問い合わせ先　農業委員会　☎35-4447

長柄町農地賃借料情報
農地法第５２条の規定に基づき、農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の賃借料を集計し、

情報提供しますので、賃借料設定の目安としてください。
この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものですから、

実際の契約の際には貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。
（平成２７年１月～１２月：金額は１０アール当たり）

農地の区分 平均額 最高額 最低額 データ数

田
基 盤 整 備 地 域 7,000 円 11,600 円 5,100 円 49
未 整 備 地 域 5,000 円 11,100 円 3,100 円 9

畑 (H26 データ ) 8,300 円 10,000 円 5,200 円 0(9)
＊１　データ数は、集計に用いた筆数です。
＊２　金額は、算出結果を四捨五入し、１００円単位にしています。
＊３　平成 27 年の畑については、実績 0 件だったため、平成 26 年データを掲載しています。

平成 28年農作業別労働賃金及び
機械による農作業料金は次のとおりです

農作業賃金・農作業料金標準額は、農作業受委託において、委託者及び受託者間で適正な労働賃金を設定できるよ
う、その目安となる標準額を定めたものです。農業委員会で定める農作業賃金・農作業料金標準額については、あく
までも目安となりますので、実際の契約にあたっては当事者間の話し合いを通して、適正な額を定めてください。

作業区分 基本料金 備　考
田 ･ 一 般 作 業 男 女 共 7,600 円 1 日当り　8 時間
畑 ･ 一 般 作 業 男 女 共 6,600 円 〃

耕 耘 機
耕   起 6,000 円 10a 当り
代 か き 6,000 円 〃

ト ラ ク タ ー
耕   起 6,000 円 〃
代 か き 6,000 円 〃

田 植 機 7,000 円 〃
コ ン バ イ ン（ 刈 取・ 脱 穀 ） 17,000 円 〃
籾 運 搬 1,000 円 〃
肥 　 　 料 　 　 散 　 　 布 1,800 円 〃
乾 燥・ 調 整・ 籾 す り 2,300 円 60Kg 当り
籾 す り の み 700 円 〃
畦 塗 り 5,000 円 100m 当り

育 苗
硬化苗 810 円 1 箱当り
緑化苗 470 円 〃

全国農業新聞を購読してみませんか
　全国農業新聞は、農業者の公的代表機関である農業委員会系統組織が発行する、週
刊の農業総合専門誌です。
　農業者の「経営とくらしに役立つ」ホットな情報を、毎週金曜日にお届けします。
　是非、購読のお申込みを！
申込み　農業委員会事務局
発　行　東京都千代田区二番町９－８　全国農業新聞　新聞業務部
発行日　毎週金曜日
購読料　月額７００円（送料・税込）
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○月曜テニス教室
日　　時　　月曜日（３月７日、１４日、２１日、２８日）
　　　　　　午前の部　１０：００～１２：００　午後の部　１３：００～１５：００
場　　所　　都市農村交流センター
講　　師　　テニスインストラクター　鐵　和子　氏
対　　象　　各回10名程度
参 加 費　　1人1回（2時間）500円
持ち物等　　テニスシューズ、ラケット（有料レンタルあり）

○ひな祭り
期　　間　　３月３日（木）まで
場　　所　　都市農村交流センター
内　　容   『ひな人形』を、本館のホールに展示します。華やかな装いの
   人形が勢ぞろいしますので、是非おいでください。

○長柄ダム　エンジョイウォーキング
日　　時　　３月１２日（土）　１０：００～１２：００　少雨決行
場　　所　　都市農村交流センター
内　　容　　ダムの遊歩道、約１０ｋｍを２時間程度で歩きます。
参 加 費　　３００円
定　　員　　２０名
募集対象　　小学４年生以上

○ヨガ教室
日　　時　　第１、３土曜日（３月６日、２０日）　１１：００～１２：３０
場　　所　　都市農村交流センター新館２階
講　　師　　ヨガインストラクター　木幡　碧　氏
対　　象　　各回15名程度
参 加 費　　1 , 200円
持ち物等　　ヨガマット　　　　　　　　　　 問い合わせ先　都市農村交流センター　☎35-0055

○長柄ダム桜まつり２０１６
日　　時　　４月３日（日）
　　　　　　９：００～１６：００
場　　所　　長柄ダム直売所
　　　　　　長柄ダム湖畔
　　　　　　※詳細は決まり次第
　　　　　　　お知らせします。

問い合わせ先
町観光協会事務局　事業課　産業振興班
☎35-4447

＜都市農村交流センター＞

○ 長柄ダム桜まつり２０１６＆第１０回千葉和太鼓まつりの開催が決定しました。
皆様のご来場をお待ちしています。

○第１０回千葉和太鼓まつり
日　　時 ４月３日（日）１０：００～
場　　所 ロングウッドステーション
内　　容  「和太鼓の迫力、感性豊かな音色、エネル

ギッシュな演奏」を多くの方々に聴いてい
ただき、元気ある千葉に成長する源となる
ことを願い、和太鼓のランニング演奏を行
います。

問い合わせ先　ロングウッドステーション　☎30-7788
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○長柄町・権現森昆虫探検ツアー
日　　時　　３月１２日（土）１２：００～１９：３０　　１３日（日）９：００～１１：００
　　　　　　※雨天決行、13日は第１部のみ。
場　　所　　第１部：都市農村交流センター駐車場　　第２部：都市農村交流センター１階
　　　　　　食事会：都市農村交流センター
内　　容　　 コスタリカ共和国に１９年間滞在し、昆虫の調査研究を行っている探検昆虫学者の西

田賢司氏が長柄町にやってきます！権現森での昆虫観察と写真撮影(第１部）、長柄町
都市農村交流センターでの“森の宝石”といわれる美しいコスタリカの昆虫について
セミナー(第２部)を行います。

　　　　　　 第１部：権現森・昆虫探検　12日（土）12：00～15：30（11：40受付開始）
　　　　　　13日（日）9：00～11：00
　　　　　　第２部：セミナー「コスタリカの昆虫」15:30～17:55（15:10受付開始）
　　　　　　食事会：18：00～19：30
参 加 費　　長柄町在住者限定料金　
　　　　　　第１部　大人1,500円、子ども1,000円　第２部　大人1,500円、子ども1,000円
　　　　　　食事会　大人1,500円、子ども1,000円　※子どもは中学３年生まで。
　　　　　　※長柄町在住者以外は別料金でのご案内となります。
定　　員　　第１部：３０名　第２部：７０名　　※要予約
持ち物・服装　 　 弁当、水筒、帽子、カメラ、ビニール袋、懐中電灯(ヘッドライト)、ルーペ(あればお持

ちください)服装は、長袖長ズボンと運動靴。雨天の場合は、雨具と長靴。

長柄町合併６０周年記念事業

１．狩猟期間前には、射撃練習・随時講習会を開催します。
２．狩猟の際の怪我に対する保険も充実しています。
３．地元の猟師を始め、狩猟を通して仲間が増えます。
４．団体（大人数）で狩猟をすることができ、
　　捕獲効率が上がります。
５．経験豊富な会員から狩猟技術を学べます。
６．会誌などで狩猟に関する情報が
　　いち早く手に入ります。

猟友会へ入りませんか！！ 有害鳥獣1月分捕獲実績

※ 今後も、ご理解・ご協力よろしくお願いします。

有害鳥獣名 捕獲頭数 今年度累計

ハクビシン 1 62
アライグマ 11 134
イノシシ 34 313

問い合わせ先
事業課　産業振興班　☎35-4447

問い合わせ先
一般社団法人　千葉県猟友会� ☎043-222-6033

申込み・問い合わせ先　一般社団法人　Jewel�Beatles　担当：長野
☎080－1536－4340　*�tmms1105@gmail.com

（西田賢治氏） （プラチナコガネ）
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町議会
だよりながら

編 集 長柄町議会広報編集特別委員会

第４回定例会
定例会で決まったこと………………………………………………………………………………… 14
決算常任委員会………………………………………………………………………………………… 16
一般質問（７名） ……………………………………………………………………………………… 17
編集後記………………………………………………………………………………………………… 23

主な内容

平成２７年長柄町議会第４回定例会は、１２月１１日（金）から１２月１４日 ( 月 ) までの４日間を会期として
開催されました。

提出された議案等は、議案９件、同意１件で、すべて原案のとおり可決されました。
また、第３回定例会において各常任委員会へ付託し、閉会中の継続審査となっていた平成２６年度の各会計の決

算についても認定されました。
続いて、議員発議案 1 件を上程し、全会一致で採択することに決定しました。

第４回定例会の審議結果一覧表
議案番号 件　　　　　名 審 議 結 果

議案第1号
長柄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
の制定について

原案可決 全会一致

議案第2号 長柄町課設置条例の全部を改正する条例の制定について 原案可決 賛成多数

議案第3号 長柄町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 賛成多数

議案第4号 長柄町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第5号 長柄町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致

同意第１号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 同　　意 賛成多数

議案第6号 平成２７年度長柄町一般会計補正予算（第３号） 原案可決 全会一致

議案第7号 平成２７年度長柄町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 全会一致

議案第8号 平成２７年度長柄町介護保険特別会計補正予算（第２号）  原案可決 全会一致

議案第9号 平成２７年度長柄町浄化槽事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決 全会一致

平成２６年度決算認定について（委員長報告） 認　　定 全会一致

第�４�回��定�例�会



15
2016.2  NAGARA

議員発議の審議結果
件　　　　　名 提 出 者 審 議 結 果

長柄町議会広報編集特別委員会の設置について

提出者　長柄町議会議員　古坂勇人
賛成者　長柄町議会議員　星野一成
　　　　　　　同　　　　山根義弘
　　　　　　　同　　　　三枝新一
　　　　　　　同　　　　池沢俊雄
　　　　　　　同　　　　川嶋朗敬

全会一致

条例の制定
長柄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例の制定について
　特定個人情報を有する住民票情報、地方税情報が必要とされる重度心身障害者医療費助成事務及び子ども医療費
助成事務の２件について、国等の改正案を参考に条例制定するものです。

条例の全部改正
長柄町課設置条例の全部を改正する条例の制定について
　平成２８年４月に組織の見直しを実施しようとするもので、現行「３課」を「６課」に改めるものです。

条例の一部改正
長柄町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
　平成２８年４月の組織機構の見直しに伴い、各事務部局の定員を所用の人員に整理するものです。
長柄町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について
　番号法の施行に伴い、町が作成する納付書及び納入書に、法人の場合に記載すべき事項とした改正規定の削除と
法人番号に関する条文を加えるものです。
長柄町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
　条例附則の介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の施行に伴い、その円滑な実施を図る上で、実施時
期を平成２９年４月１日から平成２８年３月１日に前倒しするものです。また、番号法の施行に伴い、介護保険料の徴
収の猶予並びに減免に係る申請書類の添付に際し、個人番号の記載事項を要することから所要の改正を行うものです。

人�事�案�件
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
　教育委員の髙橋智恵子氏（国府里）が１２月１６日をもって任期満了となるため、同氏を再度任命することに同
意するものです。

補�正�予�算
平成27年度長柄町一般会計補正予算（第３号）
　歳入歳出予算額の総額に２,１４１万８千円を追加し、補正後の予算総額を３５億７,９２２万２千円とするもの
です。主な内容は、議会費・総務費・衛生費・商工費の人事異動に伴う人件費の増減、民生費の国民健康保険特別
会計への繰出金の増、臨時福祉給付金の増、農林水産業費の都市農村交流センターの燃料費の増、土木費の小中学
校の交通安全プログラムに係わる路面標示改善工事の増です。
平成27年度長柄町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
　歳入歳出予算額の総額に２３５万４千円の増額で、補正後の予算総額は１２億１,４５０万３千円です。主な内容
は、実績見込みによる療養給付費の負担金の増です。
平成27年度長柄町介護保険特別会計補正予算（第２号）
　歳入歳出予算額の総額に４００万円の増額で、補正後の予算総額は７億２,２９９万２千円です。主な内容は、地
域密着型介護サービス給付費の増です。
平成27年度長柄町浄化槽事業特別会計補正予算（第１号）
　歳入歳出予算額の総額に３４万６千円を追加し、予算総額を６,４６４万６千円にするものです。主な内容は、浄
化槽用のブロアーの修繕料等の追加です。
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決算常任委員会
平成26年度決算が認定されました
　１０月８日（木）、９日(金)に開催された決算常任委員会で第3回定例会により付託された「平成２６年度決算審
査」を行い、住民教育並びに総務事業所管の決算を認定しました。また、各常任委員会での主な質疑応答は以下の
とおりです。

住民教育常任委員会　質疑応答（本吉委員長、神崎副委員長、大岩委員、古坂委員、山根委員、川嶋委員）

質疑 小学校新入生への防犯ブザーは、貸与しているのか。また、全児童を対象とした点検等を実施しているか。
答弁 防犯ブザーは、小学校へ入学する全児童へ贈呈するようにしているが、点検は行っていない。
質疑 公民館図書室の古い図書の処理方法と貸し出し状況は、どうなっているのか。

答弁
古くなったり、破れたりした図書があっても廃棄せず、修理等を行い利用できるようにしている。町

内外の住民に係わらず、貸出料は無料としており、希望の本が当公民館にない場合は、県内の図書館相
互貸出制度を利用しリクエストにこたえるようにしている。

質疑 マイナンバー制度に伴い、繰越明許費を行う理由は何か。

答弁 マイナンバー制度に伴うシステム改修は全額国庫補助となる。補助金については、平成２６年度予算
に計上したうえで、平成２７年度へ全額繰り越して執行する旨の国からの指示に基づき対応した。

質疑 施設介護サービス給付費が下がった要因は何か。また、介護施設に入所した方が、在宅に戻ったケー
スはあるのか。

答弁

施設の入所者数名を調べた結果、介護保険施設から医療機関への移動によるものと考えられる。また、
施設から在宅に戻ったケースとして、長柄ケアセンターに入所した方が、その後のリハビリ等により体
調がよくなり、在宅に復帰したものが１名いるとの報告を受けている。町としては国の方針もあり、施
設入所せずに、できるだけ在宅で生活できるための支援を推進していきたい。

質疑 こども園の定員について、条例では幼稚園４０名、保育所１４５名と規定されているが、弾力的な運
用ができるのであれば条例に定員を記載する意味がないのではないか。

答弁
平成２７年４月１日に改正されたながらこども園の条例には、定員規定を設けておらず、同施行規則

に定員規定があり、総人数が１８５名を超えなければ定員の変更は可能となっている。今回は、施行規
則の改正が例規集の改訂に反映できなかった。

総務事業常任委員会　質疑応答（三枝委員長、関副委員長、月岡委員、星野委員、池沢委員、鶴岡委員）

質疑 地方創生資金を使って道の駅のトイレを改修することができないか。

答弁
地方版総合戦略については本年度中の策定である。地方創生は、建物を建てるなどのハード事業では

なくソフト事業に対しての補助がメインであり、本件は対象とならない。本町として有益なもの、やる
べきものを判断し、申請したいと考える。

質疑 防災行政無線の戸別受信機がデジタル化された際、今後設置していくのか。

答弁 アナログ戸別受信機については故障も多く苦情が多発している。デジタル戸別受信機は緊急防災対策
の対象であり、平成２８年度実施計画に盛り込む予定である。

質疑 過誤納付還付金を予備費から充用している理由は何か。

答弁 個人に対しての還付であることや、うち１件については過去５年に遡っての還付であり、還付加算金
率も４. ３パーセントと低くないため、協議の上予備費から充用した。

質疑 町営住宅共益費補助金額が大きいが、現在の空き家状況はどうなっているのか。

答弁
現在の空き家は味庄団地１件、日吉団地１７件、刑部団地１件となっている。日吉団地立鳥住宅１１

号棟はカビ等の問題により、修繕が難しい状態であり、現在は募集を行っていない。又、立鳥住宅で
１２件の空き家となっている。　

質疑 農道舗装工事として、月川自治会内で２路線実施した経緯は何か。公平性を保つため１自治会１路線
の実施と考えられるが。

答弁
予算の範囲内で、実施計画に基づいて、実施している。現状として、予算の範囲では未実施の要望個

所がまだまだあることも認識している。昨年については１つの圃場整備地区内で隣り合う短い２路線が
対象となっており、予算の範囲内で施行できたということが実施した理由である。
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３
．
福
祉
推
進
教
育
の
交
流
活
動

に
つ
い
て

問  

①
本
町
で
は
、
長
柄
小
学
校
・
長

柄
中
学
校
が
平
成
26
年
度
か
ら
推

進
校
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
茂
原

高
校
を
含
め
た
、
平
成
26
年
度
の

児
童
生
徒
と
高
齢
者
と
の
交
流
活

動
を
お
聞
き
し
た
い
。

②
地
域
の
方
々
と
学
べ
る
福
祉

教
育
を
通
し
て
児
童
生
徒
と
高

齢
者
と
の
平
成
27
年
度
の
成
果

及
び
今
後
の
活
動
内
容
を
お
聞

き
し
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
平
成
26
年
度
は
、
3
月
に
長

柄
ダ
ム
遊
歩
道
で
、
き
び
き
び

散
歩
と
称
し
、
小
学
生
と
地
域

の
皆
さ
ん
が
一
緒
に
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
を
実
施
し
た
。

　

中
高
生
は
準
備
運
動
や
途
中

の
誘
導
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
参
加
し
た
。

②
長
柄
小
、
長
柄
中
の
児
童
生

徒
が
独
居
や
高
齢
者
の
み
の
世

帯
を
対
象
に
実
施
し
て
い
る

「
給
食
サ
ー
ビ
ス
」
の
お
弁
当

の
包
み
紙
を
作
製
し
た
。

　

今
月
19
日
に
は
長
柄
小
学
校

体
育
館
を
会
場
に
、
茂
原
高
校

マ
ン
ド
リ
ン
部
と
長
柄
中
学

校
吹
奏
楽
部
に
よ
る
「
ふ
れ
あ

い
演
奏
会
」
を
開
催
予
定
で
あ

り
、
ま
た
26
年
度
に
実
施
し

た
、
き
び
き
び
散
歩
が
今
年
度

川
嶋
朗
敬　
議
員

１
．
な
が
ら
こ
ど
も
園
に
お
け
る

五
感
教
育
に
つ
い
て

問  

①
な
が
ら
こ
ど
も
園
で
は
、
成

長
に
欠
か
せ
な
い
五
感
の
発
達

や
体
幹
を
ど
の
よ
う
に
鍛
え
取

り
組
ん
で
き
た
の
か
お
聞
き
し

た
い
。
ま
た
、
後
期
基
本
計
画

に
お
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
な

重
点
目
標
を
見
出
そ
う
と
す
る

か
お
聞
き
し
た
い
。

②
五
感
教
育
の
一
環
と
し
て
、

平
成
26
年
度
よ
り
自
然
を
取
り

入
れ
た
体
験
農
園
を
実
施
し
て

い
る
が
、
活
動
内
容
と
成
果
を

お
聞
き
し
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
年
間
指
導
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に

教
育
、
保
育
、
遊
び
を
バ
ラ
ン

ス
よ
く
取
り
入
れ
、
五
感
教
育

は
、
四
季
を
五
感
で
感
じ
ら
れ

る
よ
う
に
計
画
、
実
施
し
て
い

る
。

　

こ
れ
ら
は
、
後
期
基
本
計
画

に
も
位
置
付
け
、
創
意
工
夫
し

て
保
育
教
育
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
。

②
今
年
度
よ
り
園
に
隣
接
す
る

畑
を
無
償
で
借
り
、
子
ど
も
た

ち
の
手
で
サ
ツ
マ
イ
モ
や
枝
豆

等
を
植
え
、
水
や
り
や
草
取
り

等
の
世
話
を
し
な
が
ら
作
物
の

成
長
を
見
届
け
収
穫
し
、
み
ん

な
で
一
緒
に
食
べ
、
五
感
の
殆

ど
を
刺
激
で
き
る
良
い
体
験
と

な
っ
た
の
で
、
今
後
も
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

２
．
敬
老
祝
品
贈
呈
事
業
に
つ
い
て

問  

①
現
在
、
本
町
で
は
長
寿
の
節

目
に
、
お
祝
品
を
何
名
の
方
を

対
象
に
ど
の
よ
う
な
祝
品
を
贈

呈
し
て
い
る
か
。
ま
た
高
齢
者

の
声
も
聞
き
な
が
ら
真
に
喜
ば

れ
る
充
実
し
た
慶
祝
品
と
な
っ

て
い
る
か
お
聞
き
し
た
い
。

②
永
年
に
わ
た
り
地
域
社
会
の

発
展
に
寄
与
さ
れ
た
高
齢
者
で

あ
れ
ば
、
喜
寿
（
77
歳
）
を
迎

え
た
高
齢
者
も
対
象
と
し
て
敬

老
祝
品
を
贈
呈
し
て
は
如
何
か

と
思
う
が
、
見
解
を
お
聞
き
し

た
い
。

答 

清
田
町
長

①
本
年
度
、
米
寿
を
迎
え
る
方

は
51
名
で
敷
き
パ
ッ
ト
を
贈
呈

し
、
白
寿
以
上
の
方
は
13
名
で

最
高
齢
は
１
０
５
歳
で
あ
り
、

毛
布
を
贈
呈
し
た
。

　

お
祝
品
は
喜
ば
れ
る
品
物
を

選
定
し
て
い
る
。

②
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
は
、

ま
だ
若
く
、
過
去
に
廃
止
し
た

経
緯
も
あ
る
の
で
、
祝
意
の
表

し
方
も
含
め
今
後
検
討
し
て
い

き
た
い
。

も
実
施
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

４
．
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
負

担
軽
減
に
つ
い
て

問  

①
民
生
委
員
・
児
童
委
員
お
一

人
の
担
当
軒
数
は
、
何
軒
ほ
ど

を
持
た
れ
て
い
る
か
。
ま
た
民

生
委
員
・
児
童
委
員
の
定
数
基

準
を
お
聞
き
し
た
い
。

②
民
生
委
員
の
指
揮
の
下
に
地

域
住
民
へ
の
窓
口
や
取
り
ま
と

め
役
と
し
て
サ
ポ
ー
タ
ー
を
配

置
し
、
定
数
の
見
直
し
を
は
か

り
負
担
軽
減
を
す
べ
き
と
思
う

が
、
見
解
を
お
聞
き
し
た
い
。

③
災
害
時
の
一
刻
を
争
う
と
き

に
は
、
公
助
と
な
る
行
政
支
援

が
得
ら
れ
な
い
事
態
が
想
定
さ

れ
る
。
今
後
ひ
と
り
暮
ら
し
の

高
齢
者
や
高
齢
者
の
み
世
帯
の

増
加
が
見
込
ま
れ
る
中
、
災
害

時
要
援
護
者
の
人
命
を
守
る
た

め
に
、
福
祉
マ
ッ
プ
を
作
成
す

べ
き
と
思
う
が
、
見
解
を
お
聞

き
し
た
い
。

④
高
齢
者
が
安
全
・
安
心
に
生

き
が
い
を
感
じ
な
が
ら
暮
ら
し

続
け
ら
れ
る
よ
う
、
高
齢
者
支

援
活
動
を
行
っ
た
場
合
、
活
動

実
績
を
評
価
し
た
う
え
で
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ポ
イ
ン
ト
制
を
設

け
付
与
す
る
考
え
が
あ
る
か
お

聞
き
し
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
民
生
委
員
法
第
４
条
に
定
め

る
定
数
基
準
は
、
町
村
で
は
70

～
２
０
０
の
世
帯
数
ご
と
に

民
生
・
児
童
委
員
１
人
の
割
合

と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
町
の

民
生
・
児
童
委
員
は
15
名
で
、

26
年
度
末
の
世
帯
数
が
２
，

９
２
３
世
帯
で
あ
る
の
で
平
均

で
１
９
４
世
帯
と
な
り
、
基
準

上
限
の
受
け
持
ち
世
帯
数
と

な
っ
て
お
り
、
地
区
に
よ
っ
て

は
、
定
数
を
超
え
て
い
る
。

②
定
数
の
見
直
し
や
サ
ポ
ー

タ
ー
設
置
な
ど
の
取
り
組
み
の

検
討
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。

③
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
の
要

援
護
者
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
避

難
経
路
や
避
難
場
所
な
ど
を
勘

案
し
、
総
合
的
に
検
討
し
て
い

き
た
い
。

④
導
入
す
べ
き
制
度
と
考
え
、

検
討
し
て
い
き
た
い
。

５
．
教
育
施
設
に
お
け
る
快
適
な

ト
イ
レ
環
境
の
整
備
に
つ
い
て

問  

①
本
町
で
の
小
・
中
学
校
に
お

け
る
ト
イ
レ
の
現
状
を
ど
の
よ

う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
か
、
お

聞
き
し
た
い
。

②
小
・
中
学
校
に
お
け
る
和

式
・
洋
式
ト
イ
レ
の
整
備
状
況

を
お
聞
き
し
た
い
。

③
各
学
校
に
お
け
る
耐
震
診
断

結
果
に
伴
う
Ｉ
ｓ
値
を
お
聞
き

し
た
い
。
ま
た
耐
震
化
補
強

工
事
や
老
朽
化
対
策
工
事
に
併

せ
、
新
増
築
の
ほ
か
、
す
べ
て

温
水
洗
浄
式
洋
式
ト
イ
レ
に
改

修
す
べ
き
と
思
う
が
、
最
適
解

を
お
聞
き
し
た
い
。

一
般�

質�

問�

― 

議
員
７
名
が
町
政
を
問
う 

―
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答 

清
田
町
長

①
報
酬
や
報
償
費
に
係
る
予
算

額
や
最
高
額
な
ど
に
つ
い
て

は
、
各
委
員
会
の
実
態
や
性
格

に
よ
り
異
な
る
。

　

平
成
27
年
度
の
予
算
額
で
の

報
酬
は
、
全
体
で
12
の
委
員
会

が
総
額
約
62
万
円
で
あ
り
、

金
額
は
監
査
委
員
を
除
き
、
委

員
長
７
千
６
０
０
円
、
委
員

７
千
２
０
０
円
に
統
一
さ
れ
て

い
る
。

　

報
償
費
の
予
算
額
は
、
全
体

で
12
の
委
員
会
が
総
額
約
36
万

円
で
あ
り
、
そ
の
金
額
は
５
千

円
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。

②
議
員
報
酬
は
、
議
会
の
議
員

の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等

に
関
す
る
条
例
で
、
ま
た
各
種

委
員
会
に
お
い
て
は
、
特
別
職

の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
や
要
綱
等
に
よ
り
定
め
ら
れ

て
い
る
。

２
．
長
柄
町
地
域
防
災
計
画
に
つ

い
て

問  

①
拠
点
給
水
の
実
施
場
所
及
び

注
水
指
定
場
所
が
記
載
さ
れ
て

い
る
が
、
日
吉
地
区
、
水
上
地

区
の
住
民
は
、
急
勾
配
の
道
路

を
経
由
す
る
こ
と
に
な
り
道
路

の
法
面
が
崩
壊
し
て
、
通
行
不

可
能
に
な
っ
た
場
合
の
給
水
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

伺
い
た
い
。

②
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
耐
震
対

策
で
、
緊
急
時
給
水
拠
点
の
確
保

Ｉ
ｓ
値
と
は
…
大
規
模
な
地

震
が
発
生
し
た
場
合
に
、

倒
壊
又
は
崩
壊
し
な
い
構
造

耐
震
指
標
０
・
６
以
上
。
学

校
施
設
に
お
い
て
は
、
利
用

者
の
安
全
確
保
や
非
常
災
害

時
の
応
急
避
難
場
所
と
し
て

の
機
能
・
役
割
等
を
担
っ
て

い
る
た
め
、
一
般
施
設
に
比

べ
高
い
耐
震
性
能
の
確
保
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
Ｉ
ｓ
値
は
０
・
７
以
上

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

④
校
舎
や
体
育
館
は
災
害
時
に

は
避
難
場
所
に
な
る
。
防
災
拠
点

と
し
て
地
域
住
民
が
利
用
す
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ

ザ
イ
ン
の
考
え
方
に
基
づ
き
車
い

す
使
用
者
を
は
じ
め
誰
も
が
利
用

し
や
す
い
多
機
能
ト
イ
レ
を
早
急

に
整
備
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見

解
を
お
聞
き
し
た
い
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
と

は
…
年
齢
や
障
害
の
有
無
な

ど
に
限
定
せ
ず
、
す
べ
て
の

人
に
と
っ
て
使
い
や
す
い
よ

う
に
製
品
、
建
物
、
空
間
等

を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
。

答 

佐
川
教
育
長

①
昨
今
の
生
活
様
式
の
変
化
に

伴
い
、
家
庭
等
で
は
洋
式
ト
イ

レ
が
普
及
し
、
学
校
施
設
で
も

そ
の
普
及
を
進
め
る
必
要
性
に

つ
い
て
認
識
し
て
い
る
。

②
現
在
、
長
柄
小
学
校
に
は
和

式
16
基
、
洋
式
９
基
、
日
吉
小

学
校
に
は
和
式
７
基
、
洋
式
17

基
、
長
柄
中
学
校
に
は
和
式
14

基
、
洋
式
12
基
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。

③
長
柄
中
学
校
は
、
体
育
館
が

０
・
８
５
、
日
吉
小
学
校
は
、

管
理
教
室
棟
が
０
・
７
９
、
長

柄
小
学
校
は
、
管
理
教
室
棟
が

０
・
７
２
、
北
側
校
舎
が
０
・

６
３
、
体
育
館
が
０
・
３
６
と

い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

　

平
成
28
年
度
に
は
、
０
・
７

の
基
準
値
を
下
回
っ
て
い
る
長

柄
小
の
北
側
校
舎
と
体
育
館
の

耐
震
化
補
強
工
事
を
計
画
し
て

い
る
。

　

各
学
校
に
お
け
る
現
状
ト
イ

レ
の
緊
急
の
問
題
点
等
を
把
握

し
た
う
え
で
、
関
係
各
課
と
相

談
し
、
ト
イ
レ
の
洋
式
化
に
つ

い
て
進
め
た
い
と
考
え
る
。

④
関
係
各
課
と
相
談
し
、
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

鶴
岡
喜
豊　
議
員

１
．
町
議
の
充
て
職
の
報
酬
に
つ
い
て

問  

①
平
成
27
年
度
の
町
議
の
す
べ

て
の
充
て
職
の
報
酬
の
予
算
額

は
、
ど
の
く
ら
い
か
、
ま
た
最

小
額
と
最
大
額
の
委
員
会
は
何

か
、
そ
し
て
報
酬
は
い
く
ら
か

伺
い
た
い
。

②
充
て
職
の
報
酬
を
支
払
う
こ

と
は
、
町
議
に
報
酬
の
二
重
払

い
を
し
て
い
る
と
考
え
、
廃
止

を
す
る
考
え
が
執
行
部
に
あ
る

か
伺
い
た
い
。

を
役
場
周
辺
に
計
画
し
、
飲
料
水

兼
用
耐
震
性
貯
水
槽
を
設
置
す
る

考
え
は
な
い
か
伺
い
た
い
。

③
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
輸
送
力
確
保

で
発
着
場
所
と
し
て
、
旧
昭
栄

中
学
校
と
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
現
在
発
着
場
所
と
し
て
使

用
で
き
る
の
か
伺
い
た
い
。

④
長
柄
町
地
域
防
災
計
画
は
、

平
成
15
年
に
策
定
さ
れ
た
よ
う

だ
が
、
資
料
等
に
平
成
15
年
以

降
の
も
の
が
あ
る
の
に
、
加
除

整
理
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
情

報
の
管
理
が
出
来
て
い
な
い
と

考
え
る
が
、
執
行
部
は
ど
の
よ

う
に
考
え
る
か
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
給
水
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
の
非
常
時
に
対
処
す
る
た

め
、
町
で
は
防
災
備
蓄
倉
庫
に

飲
料
水
を
保
管
し
、
ま
た
井
戸

水
・
湧
水
供
給
協
力
に
関
す
る

協
定
、
飲
料
会
社
等
と
の
物
資

供
給
協
定
に
基
づ
き
、
飲
料
水

の
供
給
を
受
け
対
応
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

②
①
で
申
し
上
げ
た
防
災
備
蓄
倉

庫
の
飲
料
水
や
各
種
協
定
を
締
結

し
、
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

が
、
そ
の
必
要
性
を
含
め
検
討
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。

③
地
域
防
災
計
画
で
は
旧
昭
栄

中
学
校
が
指
定
さ
れ
て
い
る

が
、
現
在
こ
ど
も
園
が
建
設
さ

れ
、
発
着
場
所
と
し
て
の
要
件

を
満
た
し
て
い
な
い
。

　

町
で
は
そ
の
代
替
候
補
地
に

つ
い
て
、
日
吉
小
学
校
グ
ラ
ウ

ン
ド
を
選
定
し
た
。

　
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
も
所

要
の
修
正
を
実
施
中
で
あ
る
。

④
職
員
は
各
自
で
加
除
年
月
日

の
記
載
を
行
っ
て
い
る
が
、
議
員

に
つ
い
て
は
、
事
務
局
で
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

３
．
土
砂
災
害
防
止
法
に
つ
い
て

問  

①
土
砂
災
害
特
別
区
域
の
指
定
の

過
程
に
問
題
が
あ
る
と
思
う
が
、

執
行
部
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

②
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に

指
定
さ
れ
た
住
民
の
メ
リ
ッ
ト

を
伺
い
た
い
。

③
平
成
27
年
２
月
26
日
に
29
箇

所
の
鴇
谷
地
区
の
指
定
箇
所
の

説
明
が
あ
っ
た
が
町
内
で
他
に

指
定
箇
所
が
設
定
さ
れ
た
か
伺

い
た
い
。

④
土
砂
災
害
防
止
法
の
特
別
区

域
指
定
に
よ
り
区
域
指
定
の
住

民
に
負
担
が
伴
う
こ
と
に
な
っ

た
が
町
に
ど
の
よ
う
な
補
助
金

制
度
が
あ
る
の
か
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
②
土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ

き
、
県
は
土
砂
災
害
危
険
箇
所

の
基
礎
調
査
を
実
施
し
、
地
形

や
地
質
、
土
地
の
利
用
の
状
況

等
に
つ
い
て
土
砂
災
害
発
生
の

恐
れ
の
あ
る
区
域
を
土
砂
災
害

警
戒
区
域
、
土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
指
定
を
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

　

こ
の
区
域
指
定
に
あ
た
り
、

県
で
は
土
砂
災
害
の
恐
れ
の
あ

る
土
地
所
有
者
に
対
し
、
事
前
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で
、
公
平
性
の
点
な
ど
か
ら
も

公
費
負
担
に
つ
い
て
は
、
現
在

特
に
変
更
す
る
考
え
は
な
い
。

３
．
空
き
家
の
有
効
活
用
に
つ
い
て

問  　

空
き
家
の
有
効
活
用
を
図
る

た
め
に
空
き
家
の
家
財
道
具
等

の
撤
去
に
か
か
る
費
用
の
一
部

を
補
助
す
る
こ
と
を
提
案
し
ま

す
が
考
え
を
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

　

売
り
主
、
買
い
主
の
ニ
ー
ズ

を
把
握
し
な
が
ら
、
本
町
に

合
っ
た
制
度
の
導
入
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。

４
．
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

の
更
な
る
推
進
で
医
療
費
の
削

減
に
つ
い
て

問  

①
肺
炎
球
菌
の
定
期
接
種
の
対

象
者
及
び
接
種
率
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

②
肺
炎
球
菌
の
定
期
接
種
に
該

当
し
な
い
任
意
の
接
種
率
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

③
定
期
接
種
に
は
個
別
に
通
知

で
お
知
ら
せ
し
て
い
る
が
、
期

限
が
近
く
な
っ
た
ら
未
受
診
者

に
接
種
を
促
す
再
通
知
を
行
う

（
コ
ー
ル
リ
コ
ー
ル
）
を
提
案

し
ま
す
が
考
え
を
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
本
年
度
は
３
８
８
名
が
対

象
で
、
10
月
末
時
点
で
68

名
が
接
種
し
、
接
種
率
は

１
７
・
５
％
。
昨
年
度
は

１
４
２
名
が
接
種
し
、
昨
年
度

と
本
年
度
の
接
種
者
合
計
は

説
明
会
を
実
施
し
て
い
る
。

　

町
と
し
て
も
、
こ
の
法
律
に

基
づ
き
、
災
害
発
生
時
の
情
報

伝
達
や
警
戒
避
難
体
制
を
強
化

し
た
い
と
考
え
る
。

③
県
が
基
礎
調
査
の
対
象
と
し

て
い
る
土
砂
災
害
危
険
箇
所

２
３
９
箇
所
の
内
、
平
成
21
年

度
に
22
箇
所
、
平
成
24
年
度
に

31
箇
所
、
平
成
25
年
度
に
55
箇

所
の
計
１
０
８
箇
所
に
つ
い
て

県
の
指
定
が
完
了
し
て
お
り
、

今
後
も
積
極
的
に
指
定
し
て
い

く
と
伺
っ
て
い
る
。

④
県
の
補
助
制
度
に
土
砂
災
害

警
戒
区
域
や
特
別
警
戒
区
域
に

指
定
さ
れ
た
場
合
の
建
物
の
移

転
費
用
や
対
策
工
事
に
係
る
制

度
が
あ
る
。

本
吉
敏
子　
議
員

１
．
情
報
発
信
力
の
高
い
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
改
善
に
つ
い
て

問  　

魅
力
的
で
発
信
力
の
高
い

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
改
善
し
て
い

た
だ
け
ま
す
よ
う
提
案
し
ま
す

が
考
え
を
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

　

閲
覧
者
の
立
場
に
立
ち
、
見

や
す
く
わ
か
り
や
す
い
、
魅
力

的
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
な
る
よ

う
工
夫
し
て
い
き
た
い
。

２
．
公
営
住
宅
の
居
住
環
境
の
整

備
に
つ
い
て

問  

①
耐
用
年
数
と
耐
震
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

②
今
後
の
環
境
の
整
備
、
改
善

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
伺
い
た
い
。

③
風
呂
釜
浴
槽
は
公
費
で
負
担

す
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
が
考

え
を
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
耐
用
年
数
は
、
公
営
住
宅
は

耐
火
構
造
・
準
耐
火
構
造
・
木

造
の
３
種
類
の
構
造
に
よ
っ
て

分
類
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
年
限

は
公
営
住
宅
法
施
行
令
で
定
め

ら
れ
て
い
る
。

　
耐
火
構
造
の
住
宅
は
70
年
、
日

吉
団
地
立
鳥
住
宅
が
該
当
す
る
。

準
耐
火
構
造
の
住
宅
で
45
年
、
日

吉
団
地
鴇
谷
住
宅
と
刑
部
団
地
刑

部
住
宅
が
該
当
す
る
。
木
造
の
住

宅
で
30
年
、
味
庄
団
地
鼠
坂
住
宅

が
該
当
す
る
。

　

耐
震
性
に
つ
い
て
は
、
昭
和

56
年
の
建
築
基
準
法
の
改
正 

“
新
耐
震
基
準
”
以
降
に
建
築

し
た
も
の
は
問
題
な
い
も
の
と

認
識
し
て
い
る
が
、
刑
部
住
宅

に
つ
い
て
は
昭
和
47
年
、
48
年

に
当
時
県
営
住
宅
と
し
て
建
築

さ
れ
、
旧
基
準
の
も
の
で
、
町

で
は
平
成
25
年
度
に
耐
震
診
断

を
実
施
し
、
耐
震
性
が
あ
る
こ

と
を
確
認
し
て
い
る
。

②
経
年
劣
化
に
対
応
す
る
整
備

改
善
は
基
よ
り
、
従
来
か
ら
の

カ
ビ
の
問
題
、
ま
た
近
頃
多
く

な
っ
て
き
て
い
る
シ
ロ
ア
リ
問

題
な
ど
主
に
老
朽
化
へ
の
対
応

を
中
心
と
し
た
環
境
整
備
に
今

後
も
努
め
て
い
く
。

③
建
設
当
初
か
ら
の
管
理
形
態

２
１
０
名
と
な
っ
て
い
る
。

②
助
成
制
度
以
前
の
接
種
者
や

自
費
接
種
者
も
い
る
た
め
、
町
で

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
検
討
し
て
い
き
た
い
。

５
．
認
知
症
対
策
に
つ
い
て

問  

①
本
町
の
認
知
症
対
策
の
取
り

組
み
と
認
知
症
の
方
の
現
状
を

伺
い
た
い
。

②
認
知
症
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ

ト
、
サ
ポ
ー
タ
ー
の
状
況
、
活

動
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

③
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
は
年
１
回
募
集
し
開
催
さ
れ

て
い
る
が
、
対
象
を
職
員
は
勿

論
、
小
中
学
校
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
子

ど
も
会
・
商
店
・
農
協
・
郵
便

局
・
消
防
団
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
・
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
に
出

前
講
座
を
提
案
し
ま
す
が
考
え

を
伺
い
た
い
。

④
認
知
症
の
早
期
発
見
及
び
今

後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

答 

清
田
町
長

①
相
談
体
制
の
充
実
・
認
知
症

予
防
の
推
進
・
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座
の
開
催
等
を
充

実
さ
せ
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

②
③
認
知
症
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ

ト
の
活
用
に
よ
る
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
に
は
、
平

成
23
年
か
ら
総
勢
44
名
、
今
年

度
も
19
名
の
受
講
者
が
い
る
。

　

そ
の
活
動
は
、
な
に
か
特
別

な
こ
と
を
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く

理
解
し
、
偏
見
を
も
た
ず
、
認

知
症
の
方
や
家
族
を
温
か
く
見

守
り
、
自
分
の
で
き
る
範
囲
で

活
動
す
る
応
援
者
で
あ
る
こ
と

が
重
要
と
捉
え
、
今
後
も
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
開

催
す
る
と
と
も
に
、
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
の
増
員
を
図
る
た
め

に
も
出
前
講
座
を
検
討
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

認
知
症
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト

と
は
…
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

を
養
成
す
る
講
座
を
開
催

し
、
講
師
役
を
務
め
る
人
。

④
新
た
な
視
点
に
立
っ
た
施
策

の
導
入
を
積
極
的
に
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
医
師
会
を
始
め
と
し

た
各
種
関
係
機
関
等
と
連
携
し

て
早
期
に
認
知
症
初
期
集
中
支

援
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
認
知
症

初
期
か
ら
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や

家
族
の
支
援
な
ど
を
行
う
チ
ー

ム
を
整
え
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

６
．
読
書
通
帳
の
導
入
に
つ
い
て

問  　

本
に
興
味
を
持
ち
親
し
ん
で

も
ら
う
取
り
組
み
と
し
て
読
書

記
録
が
わ
か
る
読
書
通
帳
の
導

入
を
提
案
し
ま
す
が
考
え
を
伺

い
た
い
。

答 

佐
川
教
育
長

　

町
公
民
館
図
書
室
に
お
い
て

も
試
行
的
に
作
成
し
、
希
望
者

に
配
付
の
う
え
、
導
入
の
検
討

を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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ま
た
比
較
的
軽
微
な
も
の
な
ど

は
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
観

点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、

で
き
る
だ
け
地
域
の
協
力
を
お

願
い
し
た
い
。

２
．
鳥
獣
被
害
対
策
の
電
気
柵
事

業
に
つ
い
て

問  

①
町
は
、
い
の
し
し
対
策
と
し

て
電
気
柵
設
置
を
推
奨
し
て
い

る
よ
う
だ
が
、
設
置
し
て
い
る

自
治
会
数
及
び
総
延
べ
距
離
を

伺
い
た
い
。

②
事
故
安
全
対
策
は
ど
の
よ
う

に
さ
れ
て
い
る
の
か
伺
い
た

い
。

③
電
気
柵
設
置
後
、
草
刈
り
等

管
理
が
大
変
と
思
わ
れ
る
が
電

気
柵
以
外
の
方
法
を
町
と
し
て

考
え
て
い
る
か
伺
い
た
い
。

④
茂
原
市
で
は
、
民
間
企
業
に

除
去
を
依
頼
し
て
い
る
と
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ
た
が
、
本
町

で
は
茂
原
市
の
よ
う
に
民
間
に

依
頼
す
る
事
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
伺
い
た

い
。

答 

清
田
町
長

①
現
在
、
４
自
治
会
14
㎞
に
電

気
柵
を
設
置
し
て
い
る
。

②
電
気
柵
を
設
置
す
る
際
に
講

習
会
の
実
施
、
プ
レ
ー
ト
に
よ

る
注
意
喚
起
、
町
で
年
１
回

の
確
認
検
査
を
し
て
い
る
。
ま

た
、
静
岡
県
で
の
死
傷
事
故
を

受
け
、
再
度
、
設
置
管
理
者
に

対
し
、
注
意
喚
起
と
点
検
の
お

願
い
し
て
い
る
。

７
．
学
校
教
育
の
推
進
に
つ
い
て

問  　

学
校・家
庭・地
域
の
連
携
協

力
推
進
事
業
に
つ
い
て
本
町
の

取
り
組
み
状
況
を
伺
い
た
い
。

答 

佐
川
教
育
長

　

地
域
住
民
や
豊
富
な
社
会
体

験
を
持
つ
外
部
人
材
を
活
用

し
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連

携
協
力
に
よ
る
様
々
な
取
り
組

み
に
よ
り
、
学
校
教
育
の
充
実

へ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

三
枝
新
一　
議
員

１
．
生
活
道
路
及
び
通
学
路
の
安

全
に
つ
い
て

問  

①
町
道
１
２
０
３
号
線
と
町
道

１
４
５
７
号
線
の
力
丸
交
差

点
は
、
茂
原
長
柄
ス
マ
ー
ト
イ

ン
タ
ー
が
完
成
す
る
と
、
イ
ン

タ
ー
の
ア
ク
セ
ス
道
路
と
し
て

利
用
車
両
の
増
加
が
見
込
ま

れ
、
ま
す
ま
す
危
険
な
交
差
点

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

早
急
に
信
号
機
の
設
置
を
検

討
し
て
頂
き
、
遅
く
て
も
イ
ン

タ
ー
完
成
時
に
は
信
号
機
が
設

置
さ
れ
て
い
る
状
況
が
ベ
ス
ト

と
考
え
る
が
、
考
え
を
伺
い
た

い
。

②
①
の
交
差
点
よ
り
誉
田
日

吉
停
車
場
線
に
向
か
う
町
道

１
２
０
３
号
線
は
、
児
童
の
通

学
路
と
な
っ
て
い
る
が
、
路
側

帯
の
白
線
も
消
え
て
無
い
所
及

び
白
線
が
あ
っ
て
も
側
道
の
幅

が
狭
く
、
児
童
の
歩
行
に
支
障

を
き
た
す
箇
所
が
多
く
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
箇
所
に
は
、
ス

ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
を
設
け
児
童
が

安
心
し
て
通
学
し
、
楽
し
い
学

校
生
活
が
送
れ
る
事
が
望
ま
し

い
と
考
え
る
が
い
か
が
か
、
考

え
を
伺
い
た
い
。

③
児
童
の
通
学
路
に
雑
木
が
覆

い
か
ぶ
さ
っ
た
り
、
倒
竹
が
多

く
非
常
に
危
険
な
箇
所
が
多
く

あ
る
が
、
通
学
路
の
点
検
及
び

整
備
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る

の
か
、
又
今
後
ど
の
よ
う
に
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
考
え
を

伺
い
た
い
。

答 
清
田
町
長

①
町
で
は
、
平
成
24
年
以
降
、

茂
原
警
察
署
及
び
県
警
本
部
と

要
望
や
協
議
、
ま
た
現
地
の
立

会
い
な
ど
を
行
っ
て
き
た
が
、

交
通
量
の
問
題
な
ど
か
ら
信
号

機
設
置
は
極
め
て
難
し
い
と
の

回
答
を
受
け
て
い
る
。

　

交
通
量
の
増
加
に
対
応
し
た

安
心
・
安
全
な
道
路
づ
く
り
を

し
て
い
く
こ
と
を
第
一
に
、
今

後
も
県
警
と
の
協
議
を
続
け
、

対
策
を
模
索
し
て
い
く
。

②
道
路
整
備
計
画
路
線
と
位
置

付
け
、
通
学
路
の
交
通
安
全
の

確
保
に
向
け
計
画
的
に
取
り
組

み
を
実
施
し
た
い
。

③
そ
の
土
地
の
所
有
者
に
行
っ

て
い
た
だ
く
と
い
う
の
が
大
前

提
で
あ
る
が
、
速
や
か
な
対

応
の
た
め
に
、
職
員
に
よ
る
伐

採
や
撤
去
、
大
き
な
も
の
な
ど

は
町
内
業
者
に
委
託
を
し
て
い

る
。

　

危
険
な
作
業
で
な
い
も
の
、

③
電
気
柵
と
箱
わ
な
を
セ
ッ
ト

で
仕
掛
け
る
の
が
有
効
な
設
置

方
法
で
あ
る
の
で
、
箱
わ
な

の
設
置
に
つ
い
て
推
奨
し
て
い

る
。

　

今
後
、
さ
ら
に
有
効
な
手
段

に
つ
い
て
、
町
鳥
獣
被
害
防
止

対
策
協
議
会
と
協
力
し
、
研
究

し
て
い
き
た
い
。

④
本
町
で
も
箱
わ
な
の
設
置
、

管
理
、
処
分
ま
で
の
委
託
料
を

見
積
依
頼
し
た
が
、
大
変
高
額

で
あ
っ
た
の
で
、
今
後
メ
リ
ッ

ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
よ
く
検
討

し
た
上
で
、
民
間
の
活
用
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

大
岩
芳
治　
議
員

１
．
長
柄
町
ふ
る
さ
と
納
税
寄
付

金
に
つ
い
て

問  

①
平
成
26
年
４
月
１
日
よ
り
ふ

る
さ
と
納
税
寄
付
金
の
取
り
扱

い
が
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ま

で
何
件
で
、
何
万
円
寄
付
金
が

あ
っ
た
か
伺
い
た
い
。

②
寄
付
さ
れ
た
方
へ
の
謝
礼
品

は
、
米
、
イ
チ
ジ
ク
、
季
節
の

野
菜
の
み
と
な
っ
て
い
る
が
、

町
長
は
こ
の
謝
礼
品
で
寄
付
金

が
集
ま
る
と
思
っ
て
い
る
の
か

伺
い
た
い
。

③
町
長
は
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ

い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
に
対
策

を
考
え
て
い
る
の
か
、
寄
付
金

を
期
待
し
て
い
る
の
か
、
い
な

い
の
か
伺
い
た
い
。

答 
清
田
町
長

①
平
成
26
年
度
で
19
件
、

51
万
３
，
４
３
４
円
で
あ
り
、

本
年
４
月
か
ら
本
日
ま
で
の
実

績
は
、
18
件
41
万
円
で
あ
る
。

②
11
月
か
ら
い
ち
ご
、
米
と
舞

茸
、
米
と
味
噌
の
新
メ
ニ
ュ
ー

を
追
加
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

③
本
年
7
月
か
ら
総
務
省
が
推

進
し
て
い
る
全
国
の
郵
便
局
で

の
納
税
が
可
能
と
な
る
制
度
に

参
加
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
サ
イ

ト
、
ふ
る
さ
と
チ
ョ
イ
ス
に
11

月
１
日
か
ら
掲
載
し
、
他
県
か

ら
５
件
、
５
万
円
の
寄
付
の
申

し
込
み
が
あ
っ
た
。

　

今
後
も
魅
力
あ
る
返
礼
品
を

追
加
し
、
納
税
実
績
の
向
上

と
、
町
の
産
業
振
興
に
つ
な
げ

て
い
き
た
い
。

２
．
公
用
車
の
使
用
、
管
理
体
制

に
つ
い
て

問  

①
公
用
車
は
何
課
で
ど
の
よ
う

に
車
両
や
鍵
、
運
行
記
録
や
事

故
記
録
な
ど
を
管
理
し
て
い
る

の
か
伺
い
た
い
。

②
公
用
車
の
運
転
者
が
免
許
取

得
者
で
あ
る
事
を
、
ど
の
よ
う

に
確
認
し
て
い
る
の
か
、
違
反

や
事
故
が
あ
っ
た
場
合
、
執
行

部
は
確
認
し
て
い
る
の
か
、
ま

た
職
員
は
違
反
や
事
故
を
報
告

す
る
義
務
が
あ
る
の
か
無
い
の

か
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
公
用
車
に
つ
い
て
は
、
総
務

課
財
政
管
財
班
で
一
括
管
理
し

て
い
る
。

　

管
理
方
法
は
、
役
場
組
織
内
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で
４
，
８
７
８
万
円
で
あ
る
。

　

昨
今
の
職
員
の
状
況
は
、
育

児
休
暇
制
度
の
充
実
に
よ
り
、

休
暇
期
間
の
延
長
や
病
気
休
業

等
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
実
質

の
職
員
数
は
、
更
に
減
少
し
て

い
る
。

　

そ
の
た
め
、
臨
時
職
員
の
数

は
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る

が
、
職
員
の
補
充
は
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を
生
じ
さ
せ

な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が

ら
、
必
要
最
低
限
に
抑
制
し
て

い
き
た
い
。

山
根
義
弘　
議
員

１
．
長
柄
町
課
設
置
条
例
の
改
正

に
つ
い
て

問  　

機
構
図(

案)

を
見
る
と
大
き

な
問
題
が
２
つ
あ
る
と
考
え

る
。

①
審
議
官
、
あ
る
い
は
危
機
管

理
官
に
相
当
す
る
位
置
付
け
の

部
署
が
な
く
、
組
織
と
し
て
の

業
務
執
行
に
お
け
る
危
機
管
理

や
職
員
の
人
事
管
理
と
し
て
の

危
機
管
理
、
さ
ら
に
地
方
分
権

に
ふ
さ
わ
し
い
機
構
改
革
と
し

て
明
確
な
位
置
付
け
が
必
要
と

考
え
る
が
、
町
長
の
見
解
を
聞

き
た
い
。

②
企
画
財
政
課
企
画
政
策
係
に

「
特
命
」
と
記
さ
れ
て
い
る
部

署
が
あ
る
が
、
こ
の
部
署
が

「
重
点
施
策
を
牽
引
し
て
い
く

き
っ
か
け
を
作
る
部
署
」
に
相

当
す
る
と
す
れ
ば
、
通
常
の
業

務
内
容
の
概
要
か
ら
察
し
て
町

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
管
理
し
、
使
用
者
が

日
時
と
行
先
等
を
パ
ソ
コ
ン
に

入
力
し
、
鍵
を
受
け
取
る
シ
ス

テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
車
輌
内
に
備
え
る
日

誌
に
も
日
時
、
行
先
、
目
的
、

走
行
距
離
を
記
入
し
て
い
る
。

　

一
括
管
理
に
馴
染
ま
な
い
公

用
車
に
つ
い
て
も
、
所
管
課
で

同
様
の
運
行
管
理
を
し
て
い

る
。

②
毎
年
度
当
初
に
写
し
を
提
出

さ
せ
て
全
職
員
の
資
格
の
有
無

に
つ
い
て
確
認
を
し
て
い
る
。

交
通
法
規
違
反
、
交
通
事
故
の

報
告
義
務
に
つ
い
て
は
、
公
用

車
、
私
用
車
に
関
わ
ら
ず
「
交

通
事
故
等
に
係
る
職
員
の
懲
戒

処
分
等
に
関
す
る
取
扱
い
」
に

基
づ
き
、
速
や
か
に
町
長
に
報

告
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

池
沢
俊
雄　
議
員

１
．
長
柄
町
表
彰
条
例
の
運
用
に

つ
い
て

問  

①
表
彰
条
例
第
３
条
第
１
項
第

５
号
の
町
職
員
で
あ
っ
た
表
彰

対
象
者
を
、
表
彰
委
員
会
に
諮

る
前
に
事
前
に
伝
え
る
理
由
を

伺
い
た
い
。

②
表
彰
条
例
の
正
し
い
運
用
と

し
て
は
、
表
彰
委
員
会
の
意
見

を
聞
い
た
後
に
、
本
人
か
ら
の

辞
退
が
書
面
で
出
た
時
点
で
功

労
表
彰
者
か
ら
除
外
す
れ
ば
よ

い
と
思
う
が
、
町
長
の
見
解
を

伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
３
名
の
町
職
員
が
在
職
年
数

等
の
要
件
を
満
た
し
て
い
た

が
、
そ
の
前
年
度
の
受
賞
者
よ

り
、
受
賞
の
あ
い
さ
つ
の
中
で

見
直
し
を
求
め
る
発
言
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
自
主
的
な
判
断

に
よ
り
辞
退
さ
れ
た
。

②
今
後
は
、
表
彰
条
例
及
び
表

彰
規
則
に
照
ら
し
合
わ
せ
適
正

な
運
用
に
努
め
た
い
。

２
．
長
柄
町
職
員
定
員
管
理
に
つ

い
て

問  
①
行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
に

は
、
極
力
人
件
費
の
増
額
を
抑

え
る
事
が
必
要
で
あ
る
と
思
う

が
、
長
柄
町
と
し
て
職
員
の
今

後
の
定
員
管
理
に
つ
い
て
の
基

本
理
念
を
ど
の
よ
う
に
町
長
は

お
考
え
な
の
か
伺
い
た
い
。

②
長
柄
町
の
職
員
数
及
び
人
件

費
に
つ
い
て
、
正
職
員
・
臨
時

職
員
に
分
け
て
平
成
23
年
度
か

ら
27
年
度
ま
で
の
５
か
年
間
の

人
数
及
び
職
員
人
件
費
の
推
移

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
②
平
成
23
年
度
の
職
員
数

は
１
０
９
人
、
人
件
費
は

６
億
５
，
７
２
３
万
円
、
平
成

26
年
度
で
は
１
０
３
人
、
人
件

費
は
６
億
２
，
３
３
５
万
円
で

あ
る
。

　

ま
た
、
臨
時
職
員
は
、
平
成

23
年
度
中
は
17
人
か
ら
21
人
の

範
囲
で
２
，
３
０
１
万
円
、
平

成
26
年
度
で
は
18
人
か
ら
28
人

長
か
ら
の
「
特
命
」
を
消
化
す

る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
組
織

上
の
「
係
」
と
言
う
位
置
付
け

で
は
、
役
所
の
組
織
は
動
き
が

重
く
な
り
、
「
ま
ち
づ
く
り
」

を
推
進
す
る
た
め
の
特
化
し
た

「
課
」
と
同
等
の
位
置
付
け
が

必
要
だ
と
考
え
る
が
、
町
長
の

見
解
を
聞
き
た
い
。

答 

清
田
町
長

①
危
機
管
理
や
町
の
重
点
施
策

に
つ
い
て
は
、
副
町
長
が
そ
の

任
と
し
て
先
頭
に
立
ち
、
職
員

を
統
率
し
て
政
策
の
実
現
に
向

け
た
企
画
を
立
て
、
業
務
の
執

行
に
あ
た
る
こ
と
と
し
、
重
点

政
策
に
取
り
組
む
上
で
、
組
織

の
中
に
企
画
政
策
係
を
設
け
て

い
る
。

②
こ
の
担
当
は
組
織
図
に
は
示

し
て
い
な
い
が
、
副
町
長
の
直

轄
と
し
た
機
能
を
考
え
て
い

る
。

　

そ
の
任
に
当
た
る
職
員
は
、

適
材
の
職
員
を
配
置
し
業
務
に

あ
た
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。

２
．
行
政
運
営
組
織
と
し
て
の
危

機
管
理
に
つ
い
て

問  　

先
般
行
わ
れ
た
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
第
二
次
販
売
に
お

い
て
、
整
理
券
の
配
布
時
刻
の

前
倒
し
や
セ
ッ
ト
数
の
割
当
措

置
、
あ
る
い
は
割
当
人
数
に
幼

児
ま
で
含
む
等
の
対
応
に
、
住

民
か
ら
は
公
費
の
不
公
平
配
分

で
あ
り
町
の
監
督
責
任
を
問
う

旨
の
苦
情
の
声
が
上
が
っ
て
い

る
。

　

日
常
か
ら
行
政
運
営
組
織
と

し
て
の
危
機
管
理
意
識
の
希
薄

さ
が
、
第
二
次
販
売
計
画
の
甘

さ
と
な
っ
て
露
呈
し
た
と
言
わ

れ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
は
な

い
か
。

　

行
政
運
営
に
あ
た
っ
て
、
組

織
と
し
て
危
機
管
理
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

聞
き
た
い
。

答 

清
田
町
長

　

平
成
26
年
度
に
長
柄
町
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
行
動
指
針
を
定

め
、
職
員
が
共
通
の
認
識
を

も
っ
て
行
動
し
、
法
令
順
守
、

服
務
義
務
、
公
務
員
倫
理
の
徹

底
に
つ
い
て
取
り
組
み
、
町
民

の
要
求
や
期
待
に
応
え
、
役
場

が
町
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
組
織

を
目
指
し
た
い
。

３
．
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

（
学
童
ク
ラ
ブ
）
に
つ
い
て

問  

①
事
業
者
の
自
己
評
価
と
公
表

に
つ
い
て
、
平
成
26
年
度
に
お

け
る
結
果
内
容
と
公
表
手
段
に

つ
い
て
聞
き
た
い
。

②
事
業
者
職
員
の
一
般
的
要
件

と
し
て
、
で
き
る
限
り
児
童
福

祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に

つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る

が
、
ど
の
よ
う
な
職
能
を
持
っ

た
職
員
が
対
応
し
て
い
る
の

か
。
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説
明
会
を
開
催
し
、
学
童
ク
ラ

ブ
で
の
決
ま
り
事
な
ど
を
説
明

し
、
夏
休
み
に
は
、
保
護
者
会

の
役
員
が
中
心
と
な
っ
て
行
事

を
実
施
し
て
い
る
。

⑦
各
小
学
校
、
町
社
会
福
祉
協

議
会
と
連
絡
を
密
に
し
な
が
ら

運
営
に
あ
た
り
、
台
風
や
雪
な

ど
に
よ
る
臨
時
休
校
や
早
期
下

校
の
な
ど
の
際
は
、
早
め
の
対

策
を
心
が
け
て
い
る
。

⑧
24
年
度
は
こ
ど
も
同
士
に
よ

る
喧
嘩
で
２
名
が
怪
我
、
25
年

度
は
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
遊
ん
で
い

る
時
に
打
撲
し
た
子
が
１
名
、

27
年
度
は
遊
ん
で
い
る
時
に
骨

折
し
た
子
が
１
名
い
た
が
、
管

理
責
任
を
問
わ
れ
る
よ
う
な
事

故
は
な
か
っ
た
。

⑨
本
来
で
あ
れ
ば
、
本
条
例
第

14
条
に
お
い
て
規
程
を
定
め
る

べ
き
だ
が
、
条
例
施
行
以
前
に

制
定
し
た
要
綱
を
運
用
し
て
い

る
状
況
で
あ
る
の
で
、
早
急
に

見
直
し
を
行
い
、
条
例
に
則
し

た
規
程
を
制
定
し
た
い
と
考
え

る
。

４
．
障
が
い
者
対
策
に
つ
い
て

問  

①
災
害
時
に
お
け
る
避
難
場
所

で
、
障
が
い
者
と
健
常
者
と

を
一
緒
に
し
た
対
応
は
障
が
い

者
側
に
負
担
が
か
か
る
た
め
好

ま
し
く
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る

が
、
町
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す

る
の
か
。

②
障
が
い
者
の
住
み
よ
い
町
づ

く
り
に
つ
い
て
、
町
は
ど
の
よ

③
事
業
者
職
員
の
知
識
技
能
の

向
上
に
つ
い
て
、
事
業
者
は
研

修
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
平
成
26
年
度

に
お
け
る
状
況
は
ど
う
か
。

④
事
業
者
は
、
職
員
、
財
産
、

収
支
、
利
用
者
の
処
遇
の
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

平
成
26
年
度
に
お
け
る
概
要
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

⑤
苦
情
対
応
に
つ
い
て
、
過
去

三
カ
年
の
状
況
を
聞
き
た
い
。

⑥
保
護
者
と
の
連
絡
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
事
例
を
聞
き
た
い
。

⑦
関
係
機
関
と
の
連
携
に
つ
い

て
、
関
係
機
関
名
と
具
体
的
な

事
例
を
聞
き
た
い
。

⑧
事
故
発
生
対
応
に
つ
い
て
、

過
去
三
カ
年
に
お
け
る
事
故
件

数
と
内
容
に
つ
い
て
聞
き
た

い
。
ま
た
、
損
害
賠
償
に
あ
た

る
事
故
は
無
か
っ
た
の
か
。

⑨
「
長
柄
町
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
」

と
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

実
施
要
綱
が
な
じ
ん
で
い
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
い
か

が
か
。

答 

清
田
町
長

①
本
条
例
の
施
行
日
が
、
関
係

法
令
の
施
行
日
と
同
じ
く
、
本

年
４
月
１
日
か
ら
の
施
行
で
あ

る
の
で
、
平
成
26
年
度
の
自
己

評
価
は
、
実
施
し
て
い
な
い
。

　

平
成
27
年
度
分
か
ら
条
例
に

基
づ
き
、
自
己
評
価
を
行
い
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
公
表
を
検

討
し
て
い
る
。

②
指
導
員
は
、
元
教
諭
が
２

名
、
幼
稚
園
教
諭
経
験
者
が
２

名
、
２
年
以
上
の
学
童
指
導
員

経
験
者
が
５
名
で
あ
る
。

③
県
や
関
係
団
体
の
研
修
は
、

可
能
な
限
り
参
加
し
て
い
る
。

　

26
年
度
は
、
県
や
関
係
団
体

も
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施

行
に
伴
う
準
備
の
都
合
で
、
研

修
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

本
年
度
は
、
県
の
研
修
に
参
加

予
定
で
あ
る
。

④
運
営
の
一
部
を
委
託
し
て
い

る
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
、
勤

務
計
画
表
、
業
務
日
誌
、
出
勤

簿
、
学
童
台
帳
、
指
導
員
勤
務

簿
、
給
与
台
帳
、
総
勘
定
元
帳

な
ど
、
状
況
を
明
ら
か
に
す
る

帳
簿
を
整
備
し
て
い
る
。

⑤
24
年
度
、
25
年
度
そ
れ
ぞ
れ

１
件
ず
つ
、
子
ど
も
同
士
の

ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
苦
情
が
あ

り
、
町
職
員
、
社
協
職
員
、
指

導
員
、
保
護
者
に
よ
り
、
話
し

合
い
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

⑥
基
本
的
に
は
毎
日
の
迎
え
の

際
、
指
導
員
の
声
を
掛
け
に
よ

り
、
そ
の
日
の
状
況
を
連
絡
し

て
い
る
。

　

ま
た
、
開
設
時
間
の
変
更
や

予
定
に
つ
い
て
は
、
学
童
ク
ラ

ブ
入
口
の
掲
示
板
に
掲
載
し
、

保
護
者
は
必
ず
確
認
す
る
よ
う

お
願
い
し
て
い
る
。

　

な
お
、
３
月
に
は
新
年
度
の

う
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
。

答 

清
田
町
長

①
長
柄
町
地
域
防
災
計
画
の
第

１
章
災
害
時
要
援
護
者
対
策
計

画
に
沿
っ
て
、
支
援
体
制
を
と

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
防
災
計
画
と
は

別
に
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
避

難
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
た
、
長
柄
町
災
害
時
要
援

護
者
避
難
支
援
計
画
を
平
成
23

年
に
策
定
し
て
い
る
。

②
各
種
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
必

要
な
方
に
つ
い
て
は
、
家
族
の

負
担
な
ど
も
考
慮
し
、
適
切
な

サ
ー
ビ
ス
や
そ
の
情
報
を
提
供

す
る
よ
う
心
掛
け
て
い
る
。

　

ま
た
、
比
較
的
自
立
し
た
生

活
が
可
能
な
方
に
は
、
町
障
害

者
福
祉
会
な
ど
各
種
障
害
者
団

体
や
各
種
サ
ー
ビ
ス
関
係
に
つ

い
て
の
情
報
を
提
供
で
き
る
よ

う
努
め
て
い
る
。

５
．
有
害
鳥
獣
駆
除
対
策
に
関
す

る
問
題
点
に
つ
い
て

問  

①
わ
な
猟
に
お
け
る
狩
猟
免
許

と
登
録
制
度
に
つ
い
て
、
施
設

賠
償
責
任
保
険
に
加
入
し
な
い

と
県
へ
登
録
申
請
で
き
な
い
が

保
険
料
が
高
額
で
あ
り
対
応
措

置
が
望
ま
れ
る
が
い
か
が
か
。

②
狩
猟
免
許
従
事
者
を
、
各
集

落
単
位
で
育
成
し
て
い
く
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
い

か
が
か
。

③
免
許
更
新
手
続
き
等
に
お
い

て
、
管
理
者
で
あ
る
県
と
市
町

村
の
連
携
に
よ
り
、
狩
猟
免
許

従
事
者
へ
の
利
便
性
を
図
る
必

要
が
あ
る
が
い
か
が
か
。

④
以
上
の
こ
と
か
ら
、
趣
味
や

実
益
を
目
的
と
し
な
い
有
害
鳥

獣
捕
獲
に
お
い
て
、
イ
ノ
シ
シ

を
は
じ
め
ハ
ク
ビ
シ
ン
や
ア
ラ

イ
グ
マ
等
の
わ
な
捕
獲
に
は
、

狩
猟
法
に
対
す
る
規
制
緩
和
が

必
要
で
あ
り
「
わ
な
捕
獲
特

区
」
の
申
請
を
検
討
願
い
た
い

と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

⑤
捕
獲
報
償
金
対
象
獣
に
、
タ

ヌ
キ
、
ア
ナ
グ
マ
を
追
加
し
て

い
た
だ
き
た
い
が
い
か
が
か
。

⑥
免
許
更
新
手
続
き
に
お
け
る

諸
経
費
を
補
助
し
て
い
た
だ
き

た
い
が
い
か
が
か
。

答 

清
田
町
長

①
新
年
度
予
算
に
お
い
て
加
入
す

べ
く
、
対
応
し
て
い
き
た
い
。

②
③
④
今
後
検
討
し
て
い
き
た

い
。

⑤
県
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、

指
定
の
利
点
が
少
な
い
こ
と
か

ら
、
追
加
す
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
。

⑥
現
行
の
新
規
取
得
者
を
対
象

と
し
た
補
助
を
引
き
続
き
継
続

し
、
新
規
取
得
者
の
拡
充
に
努

め
た
い
。

６
．
長
柄
町
福
祉
振
興
基
金
に
つ

い
て

問  　

本
基
金
は
、
こ
こ
数
年
基
金

残
高
に
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な

い
。
本
基
金
設
立
後
の
経
緯
と

今
後
本
基
金
の
運
用
の
見
通
し
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い
じ
め
の
発
見
に
つ
い
て

は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
学
校
の

取
り
組
み
に
よ
る
も
の
が
最
も

多
く
14
件
、
本
人
か
ら
の
訴
え

が
４
件
、
学
級
担
任
に
よ
る
発

見
が
２
件
と
な
っ
て
お
り
、
す

べ
て
に
わ
た
り
問
題
は
解
消
し

て
い
る
。

②
消
防
設
備
の
保
守
点
検
に
つ

い
て
は
、
毎
年
２
回
、
専
門
業

者
に
よ
り
点
検
を
実
施
し
、
点

検
結
果
報
告
書
に
よ
り
、
報
告

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
年
度
１
回
目
の
保
守
点
検

は
６
月
に
行
わ
れ
、
小
中
学
校

と
も
に
、
何
点
か
の
不
良
個
所

が
あ
っ
た
旨
の
報
告
を
受
け
、

不
良
個
所
は
、
予
算
計
上
し
た

う
え
で
速
や
か
に
対
応
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　

学
校
施
設
に
つ
い
て
は
、
毎

学
期
末
に
教
職
員
に
よ
り
点
検

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
学
校
管

理
報
告
書
に
ま
と
め
、
教
育
委

員
会
へ
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　

本
年
度
は
、
大
規
模
な
も
の

と
し
て
、
１
学
期
に
日
吉
小
学

校
の
４
年
生
と
５
年
生
の
教
室

に
雨
漏
り
が
あ
っ
た
と
の
報
告

を
受
け
た
の
で
、
２
学
期
か
ら

の
授
業
に
支
障
が
出
な
い
よ
う

夏
季
休
業
中
に
工
事
を
行
い
、

雨
漏
り
は
お
さ
ま
っ
た
と
の
報

告
を
受
け
て
い
る
。

　

軽
微
な
補
修
も
あ
る
が
、
順

次
対
応
し
て
い
き
た
い
。

は
あ
る
の
か
。

答 
清
田
町
長

①
福
祉
活
動
の
促
進
及
び
生
活

環
境
の
形
成
等
を
図
る
為
、
平

成
３
年
に
長
柄
町
福
祉
振
興
基

金
条
例
を
制
定
し
た
。

　

平
成
５
年
度
ま
で
交
付
税

措
置
が
な
さ
れ
、
合
計
で

１
億
７
，
４
０
０
万
円
ほ
ど
の

基
金
高
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
は
、
平
成
９
年
度
に

１
億
６
，
０
０
０
万
円
を
一
般

会
計
に
繰
り
入
れ
、
高
齢
者
の

福
祉
施
設
の
充
実
を
目
指
し
、

長
柄
町
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
建
設

費
に
充
当
し
た
。

　
平
成
14
年
度
に
２
５
０
万
円
を

一
般
会
計
へ
繰
り
入
れ
、
16
年

度
、
17
年
度
に
寄
付
金
と
し
て

40
万
円
を
積
み
立
て
た
が
、
そ
の

後
の
運
用
は
し
て
お
ら
ず
、
毎
年

の
利
息
分
が
積
み
立
て
ら
れ
、
現

在
１
，
２
３
０
万
円
ほ
ど
の
基
金

残
高
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
後
、
こ
の
基
金
に
つ
い
て

は
、
廃
止
も
含
め
早
急
に
検
討

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

７
．
教
育
行
政
に
つ
い
て

問  

①
文
部
科
学
省
は
、
10
月
27
日

に
平
成
26
年
度
に
認
知
さ
れ
た

い
じ
め
の
件
数
が
小
学
校
で
過

去
最
高
の
12
万
件
超
と
な
っ
た

と
発
表
し
た
。

　

今
回
は
、
今
年
７
月
に
岩
手

県
矢
巾
町
で
中
学
２
年
生
の
自

殺
問
題
を
受
け
て
再
調
査
し
た

結
果
、
当
初
の
集
計
よ
り
３
万

件
増
え
た
と
の
こ
と
で
、
い
じ

め
認
知
に
関
す
る
自
治
体
側
の

取
り
組
み
の
甘
さ
が
露
呈
し
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
町
に
お
い
て
、
昨

年
度
に
お
け
る
小
中
学
校
の
い

じ
め
認
知
に
つ
い
て
、
当
初
の

調
査
結
果
及
び
再
調
査
の
実
態

を
聞
き
た
い
。

②
会
計
検
査
院
は
国
庫
補
助
で

整
備
し
た
学
校
施
設
に
つ
い
て

抽
出
で
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

火
災
報
知
機
や
消
火
栓
、
雨
漏

り
に
つ
い
て
異
常
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
放
置
さ
れ
て
い
た

事
例
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
本
町
の
小
中
学
校
校
舎

の
点
検
状
況
と
補
修
状
況
に
つ

い
て
、
定
期
点
検
は
い
つ
ど
の

よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
直
近
で
の
点
検
結
果
は
ど

う
で
あ
っ
た
か
。

答 

佐
川
教
育
長

①
最
初
の
調
査
が
６
月
に
、
再

調
査
が
９
月
に
実
施
さ
れ
、
本

町
で
は
、
い
ず
れ
の
調
査
も
、

認
知
件
数
は
小
学
校
が
４
件
、

中
学
校
が
16
件
で
報
告
し
た
。

内
訳
は
、
「
冷
や
か
し
や
か
ら

か
い
、
い
や
な
こ
と
を
言
わ
れ

る
」
が
12
件
、
「
パ
ソ
コ
ン
や

携
帯
電
話
で
誹
謗
・
中
傷
や
い

や
な
こ
と
を
さ
れ
る
」
が
４

件
、
「
仲
間
外
れ
」
と
「
軽
く

ぶ
つ
か
ら
れ
た
り
、
遊
ぶ
ふ
り

を
し
て
叩
か
れ
た
り
す
る
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
２
件
と
な
っ
て

い
る
。

あなたも議会を傍聴しませんか
（次回定例会は平成２８年３月３日（木）の予定です。）

― お 気 軽 に ―
【問い合わせ先】　総務課議会班（議会事務局）　　☎３５−２４３８

　余寒の候、町民の皆様には日頃議会に対しまして、ご理解とご協力をいただき厚く御礼申しあげます。
　議員全員が研鑽をし、スキルアップを図り、議会本会議では、執行部と是々非々をもって十分に議論を尽くし、
住民の皆様の負託に応えられるよう努力しますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　また、本会議の会議録を長柄町ホームページにて公開していますので、是非ご覧ください。

長柄町議会広報編集特別委員会

編集後記
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※ 町では、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いま
すが、物件の売買・賃貸に関する交渉・契約に関
しての仲介行為は行いません。

町では、定住促進による地域の活性化を図ること
を主な目的として、空き家情報登録制度「空き家バ
ンク」を始めました。

「空き家バンク」は、将来的に使用しない空き家
の有効活用を図り、長柄町に定住したい方からの住
居の問い合わせにお応えするものです。

町内に空き家をお持ちの方で、売却、賃貸を希望
の場合は、この「空き家バンク」に是非、登録ください。

日　時　３月１３日（日）
　　　　第１部「シンプル・シモン」
　　　　１０：４５～１２：１５（受付１０：３０）
　　　　第２部「あん」
　　　　１３：１５～１５：１０（受付１３：００）
場　所　茂原ショッピングプラザ　アスモ２階
　　　　ＡＳＭＯ劇場
入場料　無料
定　員　１１３名
主　催　長生郡市総合支援協議会精神障害部会
　　　　※ 車椅子ご利用の方など、配慮が必要

な方は事前にお知らせください。

問い合わせ先　総務課　総務企画班　☎35-2111

長柄町空き家情報登録制度

「空き家バンク」に
登録しませんか

福祉の映画を見る会

広告の規格　１号広告（縦5㎝×横18㎝）
　　　　　　２号広告（縦5㎝×横9㎝）
掲　載　料　（１枠１掲載号あたり）
　　　　　　１号広告 10,000円　２号広告 5,000円
掲 載 位 置　「広報ながら」内（町が指定）
※詳しくは、長柄町ホームページをご覧ください。
　 申請の際には、必ず「長柄町広報ながら有料広告掲載取

扱要綱」をお読みください。
　 申請に必要な書類は、長柄町ホームページからダウン

ロードしてください。
問い合わせ先　総務課　総務企画班　☎35-2111

「広報ながら」に有料広告を掲載しませんか
−広告−

個別スタイルでじっくり学習
学年 時間 月４回 月８回
中学 90分 8,000円 16,000円
小学 60分 5,000円 10,000円

創立から24年の経験と実績

真学舎

☎0475-22-8141

茂原市谷本2128-1
128

カ
イ
ン
ズ

ホ
ー
ム

カ
イ
ン
ズ

ホ
ー
ム

カ
ス
ミ

ワンダーグー

広報「ながら」の発行月に米寿（数え 88 歳）を迎えられる方々を紹介します。今後、米寿を迎えられる
方のお宅に伺いますので、ご協力をお願いします。

日課は、野菜づくり。冬に収穫する
ほうれん草やネギなどの野菜は、だん
だん甘みが増しておいしくなるとのこ
と。力丸のデイサービスを利用してい
て、家族のような集まりなので大事に
していると話してくれました。

趣味は、仲間と集まって民謡を歌う
ことで、３０年間続けているという地
引さん。大きな声を出すことで、持病
のぜん息が治ったとのこと。昔は、植
木屋をやっていて、庭の植木はきれい
に刈り込まれていました。

２０年間グランドゴルフをやってい
て、昨年の郡大会では町の代表として
参加し、見事団体優勝したという腕前。
健康の秘訣は、家事を全てこなすこと
で、毎日忙しく活動している大和久さ
んでした。

米本　富雄さん（味庄）
昭和４年２月５日生

地引　允さん（榎本）
昭和４月２月１日生

大和久　そよさん（山之郷）
昭和４年２月９日生

問い合わせ先
総務課　総務企画班　☎35-2111

問い合わせ先　中核地域生活支援センター
　　　　　　　長生ひなた　☎22-7859

茂原で
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問い合わせ先　町ゲートボール協会　会長　岩井　☎090-3207-1788

長柄町ゲートボール会員募集！
一緒にゲートボールをやりませんか？
見た目よりも、頭を使う楽しいゲームです。
夏休み、冬休みはありますが毎週「火曜日」にやっています。
皆さんの参加をお待ちしています。

場　所　桜谷多目的広場（公民館裏）

問い合わせ先　教育課　生涯学習班（公民館）　☎35-3242

■■■一般書
書　　名 著者名

獅子吼 浅田　次郎
坂の途中の家 角田　光代
帰ってきた腕貫探偵 西澤　保彦
お伊勢まいり
新・御宿かわせみ 平岩　弓枝

秋葉原先留交番ゆうれい付き 西條　奈加
はだれ雪 葉室　麟
当確師 真山　仁
たんぽぽ団地 重松　清
蛮政の秋 堂場　瞬一
ないがままで生きる 玄侑　宗久

■■■児童書
書　　名 著者名

まめまきバス 藤本　ともひこ
さるとうさぎとがまがえる イ　スジン
三年二組、みんなよい子です！ くすのり　しげのり
ママはお医者さん あさの　あつこ
なみこぞう　遠州の昔話 伊達　恵美子
10分で読めるノーベル賞を
とったえらい人

ノーベル賞受賞者
研究会

地球のみえないところをの
ぞいてみたら てづか　あけみ

雪の結晶ノート マーク・カッシーノ
バレンタインは知っている 藤本　ひとみ
赤い仮面は知っている 藤本　ひとみ

お
も
な

新
着
図
書
の

お
知
ら
せ
で
す
。

公民館
図書室
公民館
図書室

今月は、公民館サークルの「トールペイント」を紹介します。毎月
第２土曜日、第４日曜日の午後に開催しています。内容はヨーロッパ

の伝統的装飾技法を土台にして木や陶器、布、
Ｔシャツなど好きな素材にアクリル絵の具で描
いています。ここでは、数ある国の技法の中で
もオランダ式のフローラルペインティングをやっています。発足して１０年を経
過します。作品は毎年文化祭に出展していますのでご覧になってください。

公民館教室紹介公民館教室紹介

日　　時　３月１２日（土）１０：００～
場　　所　公民館　ロビー
　　　　　小学生がお点前でおもてなしをします。
　　　　　どうぞお気軽にお茶を楽しみに来てください。

長柄町合併６０周年記念事業　こども茶道教室お茶会を開催します！
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利用できる金融機関

・長生農協
・千葉銀行
・千葉興業銀行
・京葉銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・房総信用組合
・市原市農協
・ゆうちょ銀行

納税納税 には

を

安心便利な

口 座
振 替

納税町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料・
後期高齢者医療保険料の納付は、口座振替が便利です。

この制度を利用すると、左記の金融機関の預貯金口座から振替によって
納税することができますので、大変便利です。

新たに口座振替を希望される場合は、預貯金先金融機関または役場総務
課税務班に「口座振替依頼書」を提出してください。

「口座振替依頼書」は、役場総務課税務班、長生農協日吉支所、町内の
ゆうちょ銀行（郵便局）に備え付けてあります。長柄町ホームページから
もダウンロードできます。（ダウンロード様式での申し込みは、ホームペー
ジ内の注意事項をご覧ください。）

納税義務者ごとに申し込みが必要になりますのでご注意ください。

問い合わせ先　住民課　健康福祉班　☎35-2414

　今や４人に１人は花粉症です。花粉症の症状は風邪の症状に似ているので、花粉症であるにも関わらず、風邪
だと思い込んで、症状を悪化させてしまう事があります。花粉症に特有な症状を知り、おかしいと思ったら、早
めに医師に診てもらい、症状の軽いうちに治療をしましょう。

生活上の注意点
≪外出時の注意点≫

・マスクやメガネ、スカーフなどを着用する。
・花粉の付着しやすいウールなどの衣類の着用を避ける。
・晴れた日、風の強い日などは、花粉が飛びやすいため外出は控える。

≪帰宅時の注意点≫
・玄関に入る前に、衣類に付着した花粉を払い落す。
・手洗いや洗顔、うがいを行い、花粉を洗い流す。

≪室内での注意点≫
・こまめに室内を掃除する。
・外に干していた洗濯物などは、付着した花粉を払い落してから取り込む。
・花粉の飛散量の多い日は、花粉の侵入を防ぐため、ドアや窓は閉める。
・睡眠を十分にとって、体調を万全にする。
・ストレスをためないようにする。
・喫煙や飲酒などは控える。

花粉症には早めの対策が必要です！！

保健師　大胡　真弓

・くしゃみ：立て続けに何回も出る。
・鼻　　水：透明でサラサラしている。
・鼻づまり：両方の鼻がつまる。
　　　　　　（風邪では比較的症状は軽い）
・目のかゆみ： 目がとてもかゆく涙が出ることがある。

　スギ花粉は１月下旬から、ヒノキ
は２月上旬から飛び始めます。花粉
が飛び始める２週間位前から薬の内
服や予防対策をすることが最も効果
的とされています。

• 町県民税 第４期　　 • 国民健康保険税 第８期
• 後期高齢者医療保険料 第８期

納付期限は、2月29日（月）です。納め忘れのないようご注意ください。
※口座振替申込みの方は、納付期限の前日までに口座の残高確認をお願いします。

今月の納税の

お知らせ

花粉症の症状は？ 花粉はいつから飛びますか？
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　慢性硬膜下血腫とは、頭部外傷後通常3週間から2ヶ月
後に頭蓋骨の下にある脳を覆っている硬

こう

膜
まく

とくも膜との間
に血液が貯まる病気です。一般的には、転倒などの軽微な頭部外傷後の3週間以降に、血腫が脳を圧迫して、頭
痛や片麻痺（歩行障害）、精神症状（認知症）など様々な症状がみられます。これらの症状は年代によってか
なり差がみられ，若年者では主に頭痛や嘔吐、片麻痺、失語症などがみられます。一方、高齢者では認知症な
どの精神症状、失禁、片麻痺などが主な症状です。認知症だけで発症する慢性硬膜下血腫もあり、比較的急に
認知機能低下が見られた場合には本疾患を疑うことも重要です。単なる認知症と間違えられて自宅で様子をみ
ていたが実は血腫が貯まっていた、ということも珍しくありません。本疾患は治療可能な認知症として注目さ
れております。
　頭痛、片麻痺（歩行障害、上肢の脱力）、意欲減退、見当識障害（日付が言えないなど）、認知症が徐々に
進行する場合、まず本疾患を疑うことが診断の第一歩です。画像診断として、CTスキャンあるいはMRIが有効

です。当院では、外来で画像検査をし、その日のうちに結果までお伝えする事が可能です。
　血腫が非常に小さい場合、自然に治癒する事もありますが、基本的な治療法としては外科的治療が推奨されています。手術は局所麻
酔で行います。側頭部を小さく切開して、頭蓋骨に1.5cm程度の穴を開け、血腫内に細いチューブを挿入して血腫を吸引した後にきれ
いな水で洗浄します。早ければ手術直後から症状の改善を認めます。
　高齢化社会の中で慢性硬膜下血腫の患者さんは増えてきております。本疾患のほとんどは、正しく診断がなされタイミングを逸する
ことなく治療が行われれば完治する予後のよい疾患です。上述した症状が少しでもみられて、原因がはっきりしていない場合は、是非
一度画像検査を受けて頂きたいと思います。

脳神経外科外来診療のご案内
診療日：月、火、水、金、土（午前）
受付時間：8:30～11:30、13:30～16:30

名　　　称 電話番号

総務課
総務企画班（選挙管理委員会） 35-2111
財政管財班 35-2110
税務班 35-2112
議会班（議会事務局） 35-2438

住民課
保険住民班 35-2113
地域包括支援センター 30-6000
健康福祉班 35-2414
ながらこども園 35-3102

名　　　称 電話番号

事業課 産業振興班（農業委員会） 35-4447
地域整備班 35-2114

教育課
学校教育班 35-2437
学校給食センター 35-2003
生涯学習班 ・ 公民館 35-3242

会計室 35-2435
福祉センター 30-7200
都市農村交流センター 35-0055

役 場 ・
そ の 他
公共施設
電話案内

町 　 公 　 民 　 館 ２月２２日㈪、２９日㈪、３月７日㈪、１４日㈪、２２日㈫、２８日㈪
町 福 祉 セ ン タ ー ２月２２日㈪、２９日㈪、３月７日㈪、１４日㈪、２２日㈫、２８日㈪
都市農村交流センター ２月２５日㈭、３月３日㈭、１０日㈭、１７日㈭、２４日㈭、３１日㈭

各公共施設の
休　 館　 日

塩 田 記 念 病 院
医 療 法 人

TEL 35-0099

SHIODA

病気の豆知識

塩田記念病院
　脳神経外科

佐藤　陽人
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月 /日
茂 原 地 区

内　科　系 外　科　系

3/6 茂 原 中 央 病 院 （24）1191 宍 倉 病 院 （24）2171

3/13 す だ 内 科 医 院 （24）7717 菅 原 病 院 （25）1171

3/20 豊栄元氣クリニック （40）4884 塩 田 記 念 病 院 （35）0099

3/21 宮 山 医 院 （22）4873 宍 倉 病 院 （24）2171

3/27 鈴 木 医 院 （22）2630 公 立 長 生 病 院 （34）2121

夜間、お子さんの具合が急に
悪くなったときに、看護師や
小児科医が電話でお子さんの
症状を伺い、すぐに医療機関
で受診した方が良いか、家で
様子をみても大丈夫かなどを
アドバイスします。

相談時間 　毎日夜間
　19：00～22：00まで

電話番号 　♯8000
（プッシュ回線・携帯電話）
☎043-242-9939
（ダイヤル回線・♯8000を
ご利用いただけない場合）

こ ど も 急 病
電 話 相 談

日曜・休日当番医案内
　救急患者の方が優先となります。
　日曜・休日当番医は、変更となる場合があります。
　中央消防署指揮情報係（☎24-0119）へお問い合わせください。

診療時間は9：00〜17：00までです。

長生郡市夜間急病診療所案内
●診療科目:内科・小児科　診療時間：20：00～23：00
　茂原市八千代1-5-4（消防署裏）☎24-1010
●夜間急病診療テレフォン案内　19：00～翌6：00　☎24-1011

各 種 相 談 日 程
【　町　】
心配ごと相談 3/1㈫・3/22㈫ 10：00～15：00 福祉センター ☎35-0260

人権相談 3/1㈫・3/22㈫ 10：00～15：00 〃
●いじめ　●扶養相続等の家庭問題　●いやがらせ等の悩みごとに関する相談です。

行政相談 3/22㈫　●行政に関する苦情・相談です。 10：00～15：00 〃
※心配ごと相談・人権相談・行政相談については、相談日に限り電話でのご相談も受付しています。
交通事故相談 3/1㈫ 10：00～15：00 福祉センター ☎35-0260
移動交番 3/10㈭ 10：00～11：30 茂原警察署地域課  ☎22-0110

子どもの虐待などの相談
児童福祉法が改正されて相談先が広がりました。
児童相談所や福祉事務所に加え、身近な市町村の窓口が子どもに関するあ
らゆる相談や虐待の疑いなどの連絡もお受けいたします。

住民課
健康福祉班 ☎35−2414

【長生健康福祉センター　:　茂原市茂原1102-1　長生合同庁舎内】
不妊相談 奇数月　第 3 木曜日 14：30～16：30（予約制）

地域保健福祉課 ☎22-5167

こころの健康相談 偶数月　第 2 月曜日　毎月　第４金曜日 14：00～16：00（予約制）
奇数月　第 3 火曜日 14：00～15：00（予約制）

精神障害者社会復帰事業
（デイケアクラブ） 毎月　第2・4木曜日 10：00～14：00（登録制）

エイズ相談
HIV等抗体検査

毎月第１・３火曜日（HIV抗体検査のみ即日判定
可能、ただし夜間検査は除く） 13：00～14：00（予約制）

偶数月　第３火曜日 17：30～19：00（予約制）

性感染症検査 毎月　第１・３火曜日 13：00～14：00（予約制）
偶数月　第３火曜日 17：30～19：00（予約制）

肝炎ウイルス検査 毎月　第１・３火曜日 13：00～14：00（予約制）
偶数月　第３火曜日 17：30～19：00（予約制）

骨髄バンクドナー登録受付 毎月　第１火曜日 10：00（予約制）
腸内細菌検査 第１・２・３・４火曜日 9：00～11：00
家庭児童相談 月曜日～金曜日 9：00～17：00
母子自立支援 月曜日～金曜日 9：00～17：00
DV相談 来所相談：火曜日（予約制）電話相談：月曜日～金曜日 9：00～17：00 専用電話 ☎22-5565
障がいのある人への差別に関する相談 月曜日～金曜日 9：00～17：00 専用電話 ☎26-1510
※該当日が祝日の場合は実施しません。※詳細については電話でお問い合わせください。


